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【開催日】 令和３年３月１２日 

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午後４時５７分 

【出席委員】 

委 員 長 大 井 淳一朗 副 委 員 長 水 津  治 

委 員 河 﨑 平 男 委 員 杉 本 保 喜 

委 員 松 尾 数 則 委 員 矢 田 松 夫 

委 員 吉 永 美 子   

【欠席委員】 なし 

【委員外出席議員等】 なし 

【執行部出席者】 

福 祉 部 長 兼 本 裕 子 福 祉 部 次 長 岩 佐 清 彦 

国 保 年 金 課 長 梅 田 智 幸 国保年金課課長補佐 石 橋 啓 介 

国保年金課主査兼特定健診係長 石 井 尚 子 国保年金課主査兼国保係長 伊 藤 佳和子 

国保年金課主査兼年金高齢医療係長 岩 壁 寿 恵 国保年金課収納係長 山 田 幸 生 

高 齢 福 祉 課 長 麻 野 秀 明 高齢福祉課主幹 大 井 康 司 

高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 荒 川 智 美 高齢福祉課主査 篠 原 紀 子 

高齢福祉課高齢福祉係長 古 谷 雅 俊 高齢福祉課介護保険係長 藤 永 一 徳 

子育て支援課長 長 井 由美子 子育て支援課主幹 別 府 隆 行 

子育て支援課主査兼保育係長 野 村   豪   

市 民 部 長 川 﨑 浩 美 市民部次長兼市民活動推進課長  木 村 清次郎 

市 民 課 長 亀 﨑 芳 江 市 民 課 主 幹 安 部 亜希子 

市民課住民係長 佐 藤 喜 寛   

病院事業管理者 矢 賀   健 病院局事務部長 國 森   宏 

病院局事務部次長 和 氣 康 隆 病院局総務課主幹 藤 本 義 忠 

病院局医事課主査 佐々木 秀 樹 病院局総務課経理係職員 岩 本 隆 嗣 

【事務局出席者】 

事 務 局 長 尾 山 邦 彦 事 務 局 主 査 島 津 克 則 

 

【付議事項】 

１ 議案第２９号 山陽小野田市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制

定について 

 

２ 議案第１１号 令和３年度山陽小野田市国民健康保険特別会計予算につい
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て 

 

３ 議案第１３号 令和３年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計予算につ

いて 

 

４ 議案第３９号 令和２年度山陽小野田市介護保険特別会計補正予算（第５

回）について 

 

５ 議案第２１号 山陽小野田市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

６ 議案第１２号 令和３年度山陽小野田市介護保険特別会計予算について 

 

７ 議案第２２号 山陽小野田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例の制定について 

 

８ 議案第２３号 山陽小野田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

９ 議案第２４号 山陽小野田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

10 議案第２５号 山陽小野田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

11 議案第１５号 令和３年度山陽小野田市病院事業会計予算について 

 

12 議案第２６号 山陽小野田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 
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13 議案第２７号 山陽小野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制

定について 

 

14 議案第２８号 山陽小野田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

15 議案第３７号 山陽小野田市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定につい

て 

 

 

午前９時 開会 

 

大井淳一朗委員長 ただいまより民生福祉常任委員会を開会します。お手元に

あります審査内容に従って進めてまいりますので、委員会運営に御協力

のほどよろしくお願いします。初めに議案第２９号、山陽小野田市国民

健康保険条例の一部を改正する条例の制定についての説明を求めたいと

思います。 

 

梅田国保年金課長 議案第２９号、山陽小野田市国民健康保険条例の一部を改

正する条例の制定について御説明します。議案の条例文は少し難解です

ので、事前にお配りしている資料で御説明させていただきます。提出資

料①と記載のものを御覧ください。まず１の今回の条例改正の理由は、

平成３０年度税制改正に伴い所要の改正を行うものです。続いて、２の

税制改正の概略ですが、イ給与所得控除を一律１０万円引き下げる、ロ

公的年金等控除を一律１０万円引き下げる、ハ基礎控除額を一律１０万

円引き上げるというものです。なお、幾つかの特例もありますので、代

表的なものを４つほどアスタリスクを付けて記載しております。続きま

して、３の税制改正の国民健康保険制度への影響です。まず、①の所得

割額の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等ですが、給与所得者

及び年金等所得者は、給与所得控除及び公的年金等控除が１０万円引き

下げられますが、基礎控除が１０万円引き上げられていますので影響は

ありません。事業所得者は、基礎控除が１０万円引き上げられますが、
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収入から控除する経費には変更ありませんので、収入と経費が税制改正

前と全く同額と仮定すると、基礎控除後の総所得金額等は減額となりま

す。次に②の保険料軽減判定基準ですが、均等割及び平等割の７割、５

割、２割の軽減措置について、今回の税制改正により改正前まで該当し

ていた世帯が、該当しなくなってしまう可能性が生じますので、条例を

改正してその可能性を遮断する必要があります。どのように改正するか

は、次ページの４の条例改正の内容の①第２２条関係、保険料の減額に

係る算定方法の変更となります。そちらの表を御覧ください。７割、５

割、２割のそれぞれの軽減基準について、現行と改正後を記載していま

す。軽減判定所得額がそちらに記載されている金額以下の場合に軽減に

該当します。７割軽減の欄を見ていただくと、現行では基礎控除額の３

３万円となっていますが、改正後は基礎控除額の４３万円に１０万円掛

ける給与所得者等の数マイナス１となっています。ここでいう給与所得

者等は、一定の給与所得者及び公的年金等に係る所得を有するものとな

ります。また、１０万円掛ける給与所得者等の数マイナス１を算定する

のは、その世帯に給与所得者等が２名以上ある場合となります。分かり

にくいかと思いますので、表の下の改正後の解説を御覧ください。改正

後の４３万円プラス１０万円掛ける給与所得者等数マイナス１の部分を

因数分解しています。そうすると４３万円プラス１０万円掛ける給与所

得者等数マイナス１は、４３万円プラス１０万円掛ける給与所得者等数

マイナス１０万円と分解することができます。これを整理すると、４３

万円マイナス１０万円プラス１０万円掛ける給与所得者等数になり、最

終的には、３３万円プラス１０万円かける給与所得者等数となります。

したがって、３３万円に給与所得者等の数に応じ１０万円を加算するこ

とになりますので、給与所得控除及び公的年金等控除で引き下げられた

部分が相殺され、結果は現行と理論的に同じになる仕組みとなっていま

す。５割軽減及び２割軽減についても同様となっております。委員会提

出資料の②を御覧ください。具体的な計算例をお示ししています。まず、

例１は、６５歳以上の単身の世帯で、年金収入のみの方の場合です。こ

の方の年金収入を１６５万円と想定すると、改正前の年金等控除額は１

３５万円となり、判定所得金額は３０万円となります。改正前の７割軽

減の判定基準は３３万円でしたので、この世帯は軽減に該当しています。

改正後は、年金等控除額が１２５万円となりますので、判定所得金額は

４０万円となりますが、改正後の７割軽減の判定基準は４３万円となり

ますので、引き続き７割軽減に該当します。次に、例２は、６５歳以上
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の夫婦の世帯で、いずれも年金収入のみの場合です。夫の年金収入が１

８０万円、妻の年金収入が１７０万円と想定すると、改正前の年金等控

除額はそれぞれ１３５万円ずつですので、この世帯の合計所得額は８０

万円となります。改正前の５割軽減の判定基準は、３３万円に２８万５，

０００円かける２を加えた額ですので９０万円となり、この世帯は５割

軽減に該当しています。改正後は、年金等控除額はそれぞれ１２５万円

ずつとなりますので、この世帯の合計所得は１００万円となりますが、

改正後の５割軽減の判定基準は、４３万円に１０万円掛ける２マイナス

１と２８万５，０００円掛ける２を加えた額ですので１１０万円となり、

引き続き５割軽減に該当します。委員会提出資料①にお戻りください。

４の条例改正内容の②一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定

の変更についてです。これは、所得割額の算定の基礎となる基礎控除後

の総所得金額のうち、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得金額につ

いて、新たに低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

が追加されたものです。次に③の公的年金所得に係る保険料の減額賦課

の特例です。これは、軽減判定所得の算定における公的年金等を有する

者について、本則では６５歳以上の者にあっては、公的年金等の収入が

１１０万円を超えるものについて人数参入することとされていますが、

租税特別措置法の規定に従い、本特例により、当面の間、１２５万円を

超える者について人数参入することとされるものです。最後に、資料に

は掲載しておりませんが、第２０条及び附則１７において、根拠法令の

改正等の理由により、文言の修正を行っております。御説明は以上です。

御審査のほどよろしくお願いします。 

 

大井淳一朗委員長 説明が終わりました。この議案については資料も配られて

おりますので、資料のどの部分かを示した上で質疑をしていただければ

と思います。 

 

河﨑平男委員 この保険料軽減判定基準額の改正ということですよね。理論的

には分かるんだけど、本当に影響はないんですか。 

 

梅田国保年金課長 先ほど御説明しましたように、理論的には、給与所得者等

というところで、税制上、控除を１０万円ずつ引き下げるという措置が

行われたんですけども、こちらの計算で、それを１０万円ずつ加算しま

すよということになっておりますので、実際、去年までの情報を見なが
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らシミュレーションした結果、影響はないというふうに判断しておりま

す。 

 

松尾数則委員 １００％理解できたと言えないんですけれど、資料を頂いた２

ページの低未利用土地等を譲渡した場合のとか、えらく曖昧な表現なん

ですが、これはどういった内容を示しているんですか。 

 

梅田国保年金課長 土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得のうち、長期譲渡

所得というのは５年以上保有している土地、短期というのは５年未満の

土地というのは御存じかと思います。通常、こういった土地を譲渡した

ときの譲渡所得には、特に公的な買収であるとかいったことで、譲渡し

た場合には特別控除というのが認められている制度があります。その制

度の中に、低未利用土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除とい

うのが新たに策定されたようです。これはどういったことかといいます

と、基本的には遊休地の増加を多少なりとも解決するためにということ

で国が設けたもので、各市町村において低未利用地ということで本人が

申請されたものを、市町村が低未利用地の売却であるというようなこと

で認めたものについては、この特別控除が受けられるというふうに説明

を受けております。 

 

松尾数則委員 ということは、遊休農地辺りを何とかしようということで、本

人が申請をして、それを市が認めればいいということなんですか。 

 

梅田国保年金課長 そのように説明を受けております。 

 

大井淳一朗委員長 ほかにありますか。よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者

あり）それでは質疑を打ち切ります。討論はありますか。（「なし」と

呼ぶ者あり）それでは採決に入ります。議案第２９号、山陽小野田市国

民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の委員の挙

手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

大井淳一朗委員長 全員賛成にて可決すべきものと決しました。続きまして議

案第１１号、令和３年度山陽小野田市国民健康保険特別会計予算につい
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ての説明を求めます。 

 

梅田国保年金課長 議案第１１号、令和３年度山陽小野田市国民健康保険特別

会計予算について御説明いたします。令和３年度は、国保制度の都道府

県広域化後４年目の予算となり、国民健康保険の運営におきましては、

この制度の下、国民健康保険財政の健全運営と医療費の適正化にもつな

がる保健事業に注力しながら、進めることとしております。それでは、

お手元にお配りしています資料も交えまして、国民健康保険特別会計予

算について御説明させていただきます。まず、お手元にお配りしていま

す資料により、国保財政の背景について御説明します。委員会提出資料

③を御覧ください。１の被保険者数の推移ですが、７５歳に到達された

方が後期高齢者医療保険に移行されること及び近年の少子化の影響によ

り新規加入者が増加しないことなどにより年々減少しており、今後もこ

の傾向は続くと思われます。２の一人当たり医療費の推移ですが、医療

の高度化等の影響により毎年３ポイント程度ずつ増加する傾向となって

います。また、本市は、県内市町の平均に比べ３％から５％高い状態で

推移しており、県内でも一人当たり医療費が高い自治体となっています。

３の収納率の推移ですが、平成３０年度まで９２％台で推移していまし

たが、令和元年度は９４％と大きく伸びています。４の高額療養費の推

移ですが、平成２８年度、２９年度は減少していましたが、平成３０年

度及び令和元年度は伸びており、医療の高度化等の原因により、今後も

増加の傾向が続くのではないかと考えています。５の事業費納付金の推

移ですが、令和元年度に一時増加しましたが、令和２年度は減少し、令

和３年度においても減少する予定となっています。最後に６の基金残額

の推移ですが、平成３０年度以降、保険料を安定させるために基金を活

用している関係で徐々に減少し、今年度末は１０億円を割る見込みとな

っております。それでは、予算書に従って御説明したいと思います。予

算書の２ページをお願いします。予算総額は、歳入歳出とも７３億８，

５６８万９，０００円となり、前年度当初予算比１．１％、７，８９２

万１，０００円の減額となりました。それでは歳出の主なものから、予

算編成の考え方を中心に御説明させていただきます。２０、２１ページ

をお願いします。１款１項１目一般管理費につきましては、まず１節か

ら４節までの人件費ですが、一般職給１３名及び会計年度職員２名分で

計上しています。続きまして、１２節委託料のシステム改修委託料は、

平成３０年度税制改正に対応するためのシステム改修に係る委託料等を
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計上しております。また、２２、２３ページ最上段、同節の帳票類印刷・

封入等委託料は、自治体アウトソーシングに係る委託料で、被保険者証

等の印刷封入業務分を計上しています。続いて、中段１款２項１目１２

節委託料の帳票類印刷・封入等委託料は、先ほどと同様、自治体アウト

ソーシングに係る委託料で、こちらは納入通知書等賦課徴収に関する帳

票類の印刷・封入業務分を計上しています。続きまして、２４、２５ペ

ージをお願いします。中段２款１項療養諸費は、被保険者数の減少によ

り、前年度より２，５５１万９，０００円減の４７億８，０６５万５，

０００円で計上しています。下段２項高額療養費は、合計が２６、２７

ページの上段になりますが、医療の高度化及び被保険者の高齢化の影響

等により、前年度より４，２１３万９，０００円増の７億４，９１０万

８，０００円を計上しています。３項移送費、４項出産育児諸費、５項

葬祭費は、前年度と同額を計上しています。続いて２８、２９ページを

御覧ください。上段２款６項傷病手当金は、昨年５月臨時会で御審議い

ただいた補正予算第２回において予算化していただいたもので、新型コ

ロナウイルス感染症に感染又は感染の疑いにより労務に服することがで

きなかったために、何らかの事由で報酬の全部又は一部を受け取ること

ができなかった給与所得者について、必要な要件を満たしていることを

条件に支給する手当金です。この手当金は、遡及して申請することが可

能ですので、これに対応するため１０万円を計上しています。続きまし

て、中段３款国民健康保険事業費納付金についてですが、先ほど資料で

御覧いただきましたように、前年度に比べて総計で約１億円程度減少し

ています。これは、県が受ける交付金が前年度よりも多かったため等の

原因によるものと考えます。その結果、１項医療給付費分１１億５，０

５２万２，０００円、２項後期高齢者支援金等分３億５，７７５万７，

０００円、３０、３１ページ上段３項介護納付金分９，１４７万７，０

００円を計上しています。続きまして、下段５款１項保健事業費は、１

２節委託料のうち歯周病検診委託料について、受診者数を前年度の１，

０００名から５００名に減じた一方、１８節負担金、補助及び交付金の

脳ドック検診補助金においては、今年度まで５０名の定員で行っており

ましたが、来年度は山陽小野田市民病院で新たに４０名の検診が可能と

の確認が取れましたので、定員を５０名から９０名に増員しております。

その結果、次ページ３２、３３ページの上段になりますが、合計で２，

３７３万８，０００円を計上しています。中段２項１目特定健康診査等

事業費は、特定健診の検査項目の追加等により、前年度から１１万５，
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０００円増の５，２９０万６，０００円で計上しています。下段６款１

項１目基金積立金は国民健康保険基金から生じる預金利子を積み立てる

ものですが、昨年、市中の銀行が募集した新型コロナ対策応援定期預金

に、基金から１億円を１年間の定期預金として預け入れをしました関係

で、その分の利息収入の１０万円を見込み、前年度に比べて９万９，０

００円増の１１万円で計上しています。続きまして、同ページ最下段か

ら、次ページ３４、３５ページにかけての７款諸支出金では保険料の還

付金や保険給付費等交付金償還金等を計上しています。歳出に関する御

説明は以上です。次に歳入について御説明します。予算書の１２、１３

ページをお願いします。上段１款１項国民健康保険料は、被保険者数の

減少に加え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による景気後退によ

る影響も見込まれるため、前年度から８，２１３万９，０００円減の９

億７，９１３万５，０００円で計上しています。なお、保険料率は本年

度のまま据置きとして算出しております。続きまして、１４、１５ペー

ジをお願いします。４款１項２目社会保障・税番号制度システム整備補

助金は、保険情報のオンライン資格確認に対応するためのシステム改修

が今年度で完了しましたので、皆減としています。５款１項１目保険給

付費等交付金については、高額療養費の増等の影響により、前年度より

２，４２４万４，０００円増の５６億３，９１８万６，０００円を計上

しています。続きまして、最下段６款１項１目利子及び配当金は、歳出

で御説明しました定期預金の利子分を勘案し、前年度より９万９，００

０円増の１１万円を計上しています。続きまして、１６、１７ページを

お願いします。７款１項１目一般会計繰入金は、保険基盤安定繰入金の

減等により、前年度から２０３万７，０００円減の５億８，２３１万９，

０００円を計上しています。続きまして、中段７款２項１目国民健康保

険基金繰入金は、歳出と歳入の差分１億６，７８２万５，０００円を計

上しています。その結果、令和３年度の予算上の基金残高は、資料にも

記載しておりますが、およそ９億７，４２６万９，０００円となります。

最後に、同ページ最下段から次の１８、１９ページにかけての９款諸収

入のうち、３項雑入は、実績を勘案し、前年度より４００万円増の１，

６２６万２，０００円で計上しています。なお、本予算案につきまして

は、本年１月２８日に開催しました山陽小野田市国民健康保険運営協議

会において、異議なく了承されましたことを申し添えさせていただきま

す。御説明は以上です。御審査のほどよろしくお願いします。 
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大井淳一朗委員長 説明が終わりました。歳出から行きたいと思います。資料

も提示されましたので、資料に基づいて質疑される場合は、どの部分か

を示していただければと思います。それでは２０ページ、２１ページで

すが、一般質問でも問題になっておりました会計年度任用職員のことも

ありますので、そのことに絞って質疑を受けたいと思います。確認です

が、この会計年度任用職員は、一般会計の職員と同様に、この予算はフ

ルタイムからパートに移行ということでよろしいか、確認をしたいと思

います。 

 

梅田国保年金課長 お見込みのとおりです。 

 

大井淳一朗委員長 それを前提に皆さんの質疑を、この件に関してということ

です。 

 

矢田松夫委員 この方は窓口業務をされるんですか。 

 

梅田国保年金課長 会計年度任用職員は国民健康保険特別会計に２名おりまし

て、そのうち１名は主に窓口の業務と書類の受付と処理等をされており

ます。もう１名につきましては、特定健診等の保健事業の補助をしてい

ただいております。 

 

矢田松夫委員 窓口業務をされる方が、今回３０分時間短縮になるということ

ですけれど、市民の方が相談しよって、途中で帰るわけにいかんでしょ

う。そういう場合はどうされるんですか。そういう対応というか、４月

１日以降、考えておられるかどうなのか。 

 

梅田国保年金課長 もちろん市民優先ですので、説明の途中で帰るということ

はありません。説明が終了次第速やかにお帰りいただくというようなこ

とになろうかと思っております。 

 

矢田松夫委員 この前の人事課長の話によると、支障がある場合は配置換えを

するというふうに言われたんですけど、そういう方は事前に窓口業務か

ら外すということも考えていないで、途中で入れ替えるというようなこ

とですか。普通、市民と話していて、時間が来たら帰るよというわけに

はいかんですよね。そういうことになるし、そういう支障というのが起
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こらないですか。支障があるんじゃないですか。だから、管理者のほう

から非常に困るというふうに言ってもらったらいいんだ。 

 

梅田国保年金課長 その件については、市のほうで総合的に判断して決めたこ

とですので、決まったことであれば、現課はそれに対応するために努力

をせざるを得ないというふうに考えております。 

 

矢田松夫委員 業務量を見て判断するというふうに執行部は回答されている。

業務量だから、市民がいた場合はどうされるんですか。分担していくと

いうふうに答えられているんですけど、最初から外すほうがいいんじゃ

ないかなと思うんですよね。どうなんですか。 

 

梅田国保年金課長 会計年度任用職員の業務としては、判断を伴うような業務

は、基本的にはなかなか難しいかなと考えております。それを考えます

と、やっていただく業務としては、窓口が主になるんじゃないかと思い

ます。４時４５分になって、そのときにお客さんを受けていたから、そ

こでやめて帰るというのができないというような御質問ですけども、基

本的には、接客業務というのも、長くても５分程度で終わるものですの

で、途中で打ち切るというよりは、そこまで完結してお帰りいただく。

長い手続が必要となるような業務であれば、お客さんにお断りを入れて、

ほかの職員にバトンタッチをするということも可能ですので、そういっ

た形で、臨機応変に対応しながら、運営していくほかないかと考えてお

ります。 

 

大井淳一朗委員長 フルタイムのときも同じようなことがあると思うんですよ

ね。フルタイムの時間でもぎりぎりに来られて、ちょっと時間が過ぎる

場合、今までの対応はどのようにされていましたか。 

 

梅田国保年金課長 ５時１５分になって、まだお客さんの対応をしている場合

は、先ほどと同じように、そのお客さんの用務が終わるまで、最後まで

対応します。どうしても、すぐ帰らないといけないような事情がある場

合には、お客様にお断りを入れて、ほかの職員にバトンタッチして、引

き続いて対応するというような形で行っております。 

 

矢田松夫委員 最後にしますが、フルタイム２名の方の勤務は、８時半、８時
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４５分のどちらですか。 

 

梅田国保年金課長 フルタイムの場合は８時３０分から１７時１５分となって

おります。 

 

吉永美子委員 今年度の国保に関する職員が、予算書を見ると１６人となって

いて、来年度だと、会計年度の方を入れて１５人で、ただでさえ一人減

っていて、時間が減るというのは、担当課としては辛くないんですか。 

 

梅田国保年金課長 職員数が合計で１６名、来年度が１５名になっているとい

うふうに予算書上、確認できますけども、これにつきましては、育休の

方がいらっしゃいまして、育休の方の分と代替の会計年度任用職員の方

の分とダブって計上されているというようなことがありましたので、１

名多く、人数的には記載されておりますが、実数は令和３年度の１５名

のほうが正解ですので、実質的に１名減になっているというような状態

にはなっておりません。 

 

河﨑平男委員 逆に聞くんだけど、窓口対応で会計年度任用職員がおらなけれ

ば、業務が回らないということですよね。 

 

梅田国保年金課長 会計年度任用職員が３０分早く帰った分については、ほか

の職員が対応することになります。窓口自体が回らないというか、若干、

時間を要する形にはなるかもしれませんが、対応自体ができなくなると

いうことはないかと思っております。 

 

松尾数則委員 みんなが本当に心配している。他市の話で申し訳ないんだけど、

昨日ちょっと宇部市役所に行ったんです。１８時で、まだお客さんがい

っぱいおられて対応されていました。会議は８時に終わって、８時に帰

るときに、ほとんどの席に人がいらっしゃるんですよ。こういう形で対

応していって、大丈夫かなと逆に心配になりました。山陽小野田市も同

じじゃないかという気がしまして、本当にこれでいいのかなという気は

あります。部長、答えがあれば何か。 

 

兼本福祉部長 この度の会計年度任用職員のパート化について、皆様からすご

く心配を頂いておりますことに、まず感謝をしたいと思います。確かに



13 

 

委員の言われましたように、８時、９時とかに結構職員が残っているの

が現状です。市役所の仕事は窓口が閉まってからの仕事が多いんです。

それは正職員でないとできない、ちょっと難しい仕事がすごく残ってお

ります。臨時の方を残して、仕事をしているということは現実的にはほ

とんどないと思っております。 

 

杉本保喜委員 この度、会計年度任用職員がそれぞれ配置をされているのは、

今回の予算書に随分あるんですね。これを見たときに、ちょっとこれは

本当に部長が言われたように、時間外の仕事が非常に正規の職員に多い

んだという中において、こういう方たちの窓口という業務だけを見たと

いうときに、結局、パートの人たちが帰りますよ。そのフォローを正規

の職員がするという格好になりますね。その部分だけを見ても、正規の

職員に更に負担が掛かっていくんじゃないかというのが、単純に考えた

だけでも予想されるわけですよね。そういう中において、今回の場合、

会計年度任用職員をこういう形に区分けをしたときに、職員の人たちは

本当に仕事が軽くなるのかな。その辺を我々は懸念しているんですよね。

国の流れという中で、それぞれの地域がやらなきゃならんというところ

は分かるんですけれど、現場が非常に苦しい形になっていくというのは、

私は正しい方向ではないと思うんですよね。しかも、定時出勤、定時退

庁を推奨するような政府の流れですよね。そんな中にあって、それと逆

行するような現場の形になっていくというのが本当にいいのかなという

ことなんですよね。だから、例を挙げられた一つのやり方としては、会

計年度任用職員が窓口をやって、あと残る１時間ぐらいのところは、ほ

かの書類整理に回ってもらって、ひょっとしたら対応が長くなる可能性

があると判断するかどうかも分からんけれど、そういうことを予想した

ときに、正規の職員が最初からそこに代わっておくとかというような一

つの手だてもあると思うんですよね。そういうようなところを今回のこ

の形の中で、職員の方たちが工夫をされているのかなというふうに懸念

されるんだけど、その辺りいかがなんですか。 

 

梅田国保年金課長 言われる方法も一つの方法かとは思います。ただ、現状を

申し上げますと、正規の職員が窓口の業務を担当する、お客さんが来れ

ばまずそれが最優先。電話が掛かれば、それがまた優先というところで、

そういった対応の合間を縫って、書類の整理をするというようなことを

しております。会計年度任用職員が、例えば４時半ぐらいから書類の整



14 

 

理に回ってもらうといっても、突然、書類を渡されて、いきなり整理が

できるようなものではありませんので、そういった対応は難しいのかな

というふうに思います。会計年度任用職員が帰る時刻になる辺りから、

正規職員がそこでスタンバイしていればというようなことですけども、

それにつきましても、空いた時間で正規職員は書類の整理を一つでも、

二つでも進めないと、結局、時間外が更に増えてしまうような結果にな

りますので、そういった対応もなかなか難しいのではないかと思います。

そういったところも踏まえた上で、現課の中では何が時間短縮につなが

るような効率化になるのかというのを、これから検証して、それによっ

て時間外を少しでも減らすように努力をせざるを得ないというふうに考

えております。 

 

大井淳一朗委員長 一般質問の答弁とかを聞くと、業務量を精査して、業務軽

減ができそうだから、パートにしようというような答弁なんですが、今

言われた課長の答弁によると、これから業務量をうまく工夫しながら、

３０分減った後も対応するというのは、順番が逆ではないかなと思うん

ですよね。そういうのを全部やり切った上で、３０分は対応しても大丈

夫という順番、業務量が削減できているのかなと思うんですが、その辺

りはいかがですかね。この１年、２年通してですね。 

 

梅田国保年金課長 人事ヒアリングが昨年ありましたけども、その中では、現

在の会計年度任用職員の業務内容について問われましたので、担当課と

しては現状をお答えしただけです。その結果、組織として総合的に判断

して、今回のことを決定されたものだと思いますので、現課はその決定

を受けて、そうなるのであれば、業務短縮の工夫をしなければいけない

なというような形になってきたものです。これについては、今から業務

をどれだけ圧縮するかというところを検証する必要がありますので、そ

れを今からやらなければいけないというふうに思っております。 

 

吉永美子委員 いろいろ努力されているのは分かります。業務の短縮と言われ

たけど、業務量か、市民は窓口の人が頼りなので、人によっては３０分、

１時間とか相談があったときに、もう時間がありませんからということ

でちゃちゃっと終わらせることは不可能じゃないですか。業務量縮減が

イコール市民サービスの低下になってはいけないので、その辺はどのよ

うに工夫されていかれるんですか。 
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梅田国保年金課長 接客面におきましては、１０分掛けていたところを、もう

時間がないから５分にしましょうというのはできませんので、そういっ

たことはすることがないというふうに考えております。その上で、例え

ば、庁内の調査物とか、本当に必要なものなのかどうかという辺りを見

れば、さほど必要がないものというものも出てくるんじゃないかという

のは実感としてあります。そういったところで、必要がないものはやめ

ていく。それから、効率的にもっと行うことができるものがあれば、新

たにそういった方策を考えていくという中で、そちらの時間を短縮する

ような形で業務量を減らしていくということになろうかと考えておりま

す。 

 

矢田松夫委員 課長そろそろ、窓口に就かさないというような話をしたほうが

いいと思うよ。市民窓口もあるでしょう。ほかのところは別に市民が来

るような仕事はないからいいけど、ここの場合はやっぱりまずいんです

よね。森山議員も一般質問の中で言ったけど、これまでフルタイムでや

っていた勤務、フルタイムでやっていた業務量、それをずっと今までや

っていたのが、パートタイムで切り替えるというか、やっぱり短くする

というのは好ましくないというふうに国から出ているわけよね。もう１

回言うけど、今までフルタイムでやっていた仕事をパートタイムに切り

替えるというのはおかしいんじゃないか。今まであった仕事がなくなる

んでしょう。今までフルタイムでやっていた仕事を引き継ぐのに、パー

トタイムでやるのはおかしいんじゃないか、それはいけませんよと、好

ましくないですよというふうになっているんだから。ここの課について

は、そういう方については窓口業務に就かさないという結論を出すしか

ないんじゃないかと思うよ。ほかのところは違う話をするよ。 

 

大井淳一朗委員長 今回、私も全て詳細に把握しているわけではないんですが、

全ての会計年度任用職員がパートタイムになるわけではなくて、例えば

支所業務とかはそのままと聞いておりますが、例えば、国保は、そうい

う特例に当たることも考えられるんですが、そういう話はなかったとい

うことですか。 

 

梅田国保年金課長 国保年金課については、そういったものには当たらないと

いうふうに説明を受けております。 
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大井淳一朗委員長 ちなみに３０分短縮するんですけれども、窓口の混み具合

ですね。帰られる時間と窓口の混雑具合というのは、毎日変動しますの

で把握はできないでしょうけど、大体どんな感じか分かりますか。 

 

梅田国保年金課長 押しなべて午前中が、一番来客が多いです。夕方は１日の

中では比較的来客が少ない時間帯となっております。 

 

水津治副委員長 本来でありましたら職場改善、業務改善をする中で、フルタ

イムからパートタイムという選択肢もあるよということならいいんです

が、逆なんですね。ただ、フルタイムからパートタイムに落とすだけと

しか、どうしても理解できないんです。物理的に一人３０分の業務が二

人分で合わせて１時間減るわけで、ただ、物理的に減ると、ほかの正職

員さんに負担が掛かるわけですね。業務改善を今から考えるというのは、

ちょっと逆なような気がするんですけど、どうですかね。 

 

梅田国保年金課長 おっしゃるとおりです。業務改善を今から考えるという御

返答だったので、順番としてはちょっと立ち後れている感はあります。

ただ、組織として判断して決定されたことである以上、現課としては、

そういった方向で努力せざるを得ないというように考えております。 

 

大井淳一朗委員長 この件はよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）また、

審査の中では気付きがあれば、関連でしていただければと思います。そ

れでは一般管理費の会計年度任用職員以外のことも含めて。 

 

吉永美子委員 役務費の通信運搬費が、令和２年度から比べると１００万円ほ

ど上がっており、また次のページの帳票類印刷・封入等委託料のアウト

ソーシングですね。これも増えているというのは、何か新しいものが出

てきてというところがあるんでしょうか。 

 

梅田国保年金課長 マイナンバーカードを保険証として利用できるようになり

ますため、その旨を被保険者の方に通知するという必要がありますので、

それに係る通信運搬費を計上している関係で増えているものです。 

 

矢田松夫委員 ２３ページの一般負担金がありますよね。これを説明してもら



17 

 

えますか。 

 

伊藤国保年金課主査兼国保係長 基本的に国民健康保険の給付やレセプトの審

査というようなものは、全ての国保連合会を通して全ての業務が行われ

ています。この一般負担金というのは、国保連合会の運営等を各市町等

が負担していくということで納めているものです。単価は毎年見直しが

あるんですけれど、昨年度と同じ金額を計上しております。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）そ

れでは、徴収費と運営協議会。 

 

杉本保喜委員 今年度は健康保険運営協議会の委員が１２名ということなんで

すけれど、昨年は何名だったですか。 

 

石橋国保年金課課長補佐 運営協議会の委員の数としては１４名です。１２名

が委員報酬をお支払する対象ということです。委員数の変更はありませ

ん。 

 

杉本保喜委員 昨年に比べると委員報酬が倍になっていますよね。この理由を

教えてください。 

 

石橋国保年金課課長補佐 報酬の単価が変更されまして、今年度予算の第１回

の補正で変更しておりまして、１回２，０００円が４，０００円になっ

ております。令和２年度から変更になっております。 

 

大井淳一朗委員長 運営協についてはよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あ

り）それでは２４ページ、２５ページの保険給付費です。 

 

矢田松夫委員 先ほども説明があったけど、医療の高度化ということで、高額

医療療養費が年々高くなっていますよね。これを抑えるという方法はな

いんですか。医学の進歩で、いろんな医薬品が出るけど、逆にそれに対

抗するというか、それにつられて、だんだん高くなっているのが現状よ

ね。病気にかからんのが一番いいよね。 

 

梅田国保年金課長 高額療養費につきましては、医療の高度化に加えて、被保
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険者の年齢構成の変化というのがありまして、７０歳以上の方が、平成

２９年度が２８％ぐらいであったものが、令和元年度には３３％という

ふうな伸び方もしておりますので、その関係で伸びているという面もあ

ります。これを抑える方法というのは、病気にならない体を作っていた

だくということが、市で手助けできる最良のことじゃないかなというふ

うに考えておりますので、これまでどおり特定健診等の保健事業を効果

的に進めることによって、医療費の増加につながらないような施策を進

めることになろうかと思います。 

 

矢田松夫委員 医者のほうも高額な薬剤を勧めるという傾向があるんですか。

そういうのはないんですか。例えば、オプシーボとか何かあったですよ

ね。こういうのだったら早く治りますよとか。それでだんだん高くなる

ということもないんですか。 

 

梅田国保年金課長 医療機関の方がどのような形で薬剤の選択をしているかと

いうことは、私どもでは把握できません。国もジェネリックの使用率を

目標値８０％以上ということで設定して進めてきております。その点に

つきましては、恐らく医療機関も把握しておりますので、できる限りジ

ェネリックを勧めているのだろうというふうに思っております。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、保険給付費の２４、２５ページ。よろしいです

か。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは２６、２７ページの質疑を受け

たいと思います。 

 

吉永美子委員 出産育児一時金は３５件で、今年度と同様に行くということな

んですが、現在でどれだけの実績でしょうか。 

 

伊藤国保年金課主査兼国保係長 現在２１件です。少し減少傾向とは思います

が、１件が４２万円と高額なので、ある程度の余裕を持って予算を組ん

でおります。 

 

吉永美子委員 葬祭費の一時金も１２０件分なんですが、実績は現在いかがで

すか。 

 

伊藤国保年金課主査兼国保係長 現在９３件です。 



19 

 

 

吉永美子委員 余裕を持っておられるのは分かるけど、この葬祭費についても、

これだけ余裕を持ったほうがよろしいんでしょうか。 

 

伊藤国保年金課主査兼国保係長 予算を組むのは１１月、１２月の実績を見て

計算をしていくんですけれど、その後の傾向というのが、過去何年かの

伸び率みたいなのを見て計算をさせていただくので、やはり１００件程

度ではちょっと心もとないというものもありまして、この度１２０件で

計上をしております。 

 

矢田松夫委員 出産一時金を予算に対して割り算したんですよね。大体１件４

２万円ということを今まで聞いていたからね。３５件なんですよね。去

年４０件あったでしょう。その時々の統計によって、予算を見積もって

いるんですかね。どうなんでしょうか。 

 

伊藤国保年金課主査兼国保係長 一昨年は４０件というような形で組んでおり

ましたが、やはり少し減少傾向にあるということで、昨年度３５件に補

正させていただいた関係もありまして、来年度は３５件という形を取る

ことになりました。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）そ

れでは以上とします。２８、２９ページですが、事業費納付金もあるの

で、３０、３１ページの上の介護の事業費納付金も含めて。 

 

吉永美子委員 今回、新型コロナウイルス対策費ということで１０万円計上さ

れているんですが、令和３年度は、この１０万円程度で見込み的には大

丈夫と思って出しておられるんですか。 

 

梅田国保年金課長 この傷病手当金につきましては、令和２年度の申請が２件

ということでしたので、それを勘案すると、枠取り的な意味合いもあり

ますけども、１０万円を見込んでいれば、当面は問題ないかなというふ

うに考えております。 

 

大井淳一朗委員長 事業費納付金なんですけれども、医療費が伸び率に対応し

て伸びるのかなというイメージなんですが、逆に事業費納付金は下がっ
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てます。この要因はどのように考えていらっしゃるでしょうか。 

 

梅田国保年金課長 令和３年度におきましては、県に確認をしましたら、県に

入る交付金が昨年度よりも増えたというのが一番大きな要因だというふ

うな説明がありました。これにつきましては、本市だけではなく、他の

市町についても同じように下がっているということも聞いております。

令和３年度に限っての減少ということですので、来年度以降は上がる可

能性もあるというふうには考えております。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、事業費納付金も含めてよろしいですか。（「は

い」と呼ぶ者あり）はい。それでは３０、３１ページです。 

 

吉永美子委員 脳ドックの健診補助金ということで、市民病院が４０名できる

と。最大９０名までということで、これは大変すばらしいことだと思っ

ているんですけども、令和２年度は申込みがどれだけあったんですか。 

 

石井国保年金課主査兼特定健診係長 応募が２４２件です。 

 

吉永美子委員 市民病院が４０名受けてくれるということで、９０名が最大マ

ックスですか。これ以上無理ですか。応募が多いからお聞きしています。 

 

石井国保年金課主査兼特定健診係長 市民病院にとっては来年度が初めてです

ので、やってみてから、やり方等を協議しながら、増加できればという

方向で検討はしていきます。 

 

大井淳一朗委員長 昨年の決算か何かで抽せん方法について質問があったんで

す。抽せんだと思うんですが、どのような運用されているか、確認のた

め聞きたいと思います。 

 

梅田国保年金課長 申込みいただいて、間違いなく国民健康保険の被保険者で

あるかといったことを調べまして、適正な方につきましてはコンピュー

ターを使い、抽せんをしております。そのコンピューターで選ばれた５

０名の方が、脳ドックを受診できるというような方式になっております。 

 

大井淳一朗委員長 健康のためにされる方もいらっしゃるんですが、全員に行
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き渡らないので、未経験者になるべく行ってほしいと思うんですが、申

し込む際は回数制限ということはできないんですか。運用について聞き

たいと思います。 

 

石橋国保年金課課長補佐 受けられてから、２年は受診ができないということ

で決めております。 

 

矢田松夫委員 歯周病検診については、無料でやるからどうぞ受けてくれと言

ったけど、結果として少なかったよね。去年は１，０００人で３３０万

円の予算組まれて、今年はそういうのを見越してぐっと予算を減らして

いる。だけど、できるなら、無料であるがゆえに、周知方法というんで

すかね、今年はどういうふうにされているんですかね。人が来て困るぐ

らい、さっきの脳ドックやないけど、どうも人気が悪い。ただなら皆行

けばいいのにね。 

 

梅田国保年金課長 令和２年度におきましては、この事業をやろうとしたとこ

ろで新型コロナウイルスが猛威を振るい始めました関係で、なかなか歯

科に行きましょうと言いにくかったという面もありますし、受診控えと

いうか、必要に迫られないのに医療機関に行こうというようなことを考

えられない方もいらっしゃったと思うんです。そういった面もありまし

て、なかなか積極的にＰＲができなかったというところはあろうかと思

います。今年度はワクチン接種等によって、状況が改善する見込みがあ

りますので、その様子を見ながら、ビラを設置する場所であるとか、ポ

スターを掲示する場所であるとかをよく考えまして、できるだけたくさ

ん受診していただけるようにもっていきたいと考えております。 

 

矢田松夫委員 今年は昨年に比べて約半額の予算ですよね。ですから、必ず満

額、皆さんが使えるように是非お願いしたい。それから、健康運動事業

委託料。これは高齢者の医療費の抑制というふうにスタートしたんです

が、最近若い人にも門戸を広げるんじゃないか、広げてほしいというこ

ともあったんですが、なかなか参加者の定着というか、今年はコロナの

関係で非常に参加者も少なかったんですが、コロナを抜きにして、どう

いうふうに考えておられるのか。一つは、応募者を増やすのと同時に、

来た人を定着させていくというのか、無料のときだけ来て、お金が掛か

るようになったら来なくなるというのが大体パターンですよね。それを
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どういうふうに考えているのか。 

 

梅田国保年金課長 国保シェイプアップジムにつきましては、市の思惑どおり

人が集まっていないというのは御指摘のとおりです。これについては、

ＰＲをして、ジムに通って運動することが、病気にかかりにくい体を作

る上には非常に大切なことであるというところを御理解いただくように、

ＰＲを工夫するしかないかと思っております。それから、無料期間のみ

来て、それ以降、定着しないというような御指摘ですが、そこにつきま

しては、通常の入会される会員さんとのバランスがあまりにも激しくな

ると、何で国保の人だけただなのというようなことにもなりかねません

ので、そういった運営は難しいかなというふうに考えております。 

 

杉本保喜委員 ５款保健事業費、１項保健事業費の中の１２節の糖尿病性腎症

重症化予防事業委託料が、昨年に比べると倍以上増えているんですよね。

この辺の理由をちょっと教えてください。 

 

石井国保年金課主査兼特定健診係長 これは６か月間掛けて、対象者となられ

た方が保健指導を月１回のペースで受けられるものです。昨年と少し違

うのが検査回数を増やしたことと、１年やってみて専門的な関わりが必

要というところが見えてきましたので、内容を充実させるという方向で

計上しております。 

 

吉永美子委員 ２点聞きたいことがあります。この歯周病については、前の委

員会のときに発言させていただいたんですよね。歯周病があることによ

って、どれだけ体に影響を与えるかというポスターは手に入らないんで

すか。まず、それを聞かせてください。それを出すべきじゃないかと申

し上げましたが、入らないですか。 

 

石井国保年金課主査兼特定健診係長 まだ、検討中です。 

 

吉永美子委員 是非、手に入れていただけたらと思います。公ですから、頂け

るんじゃないかなと思うんですけど、努力していただけたらと思います。

あれはすごくインパクトが、口の中だけじゃないよと物すごく分かるも

のです。それともう一つなんですが、私が忘れているのかもしれません。

健康づくり補助金というのが令和３年度はなくなっていますが、なぜで
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したか。 

 

梅田国保年金課長 健康づくり補助金につきましては、参加される方が、国保

ではない方も非常に多く、後期高齢の方もたくさんいらっしゃいます。

その関係で、国保特会から出すよりは、一般会計からのほうがふさわし

いのではないかということで、次年度から一般会計のほうに計上してお

ります。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、３１ページまで、よろしいですか。（「はい」

と呼ぶ者あり）それでは、室内換気のため小休止を入れます。２０分ま

で休憩します。 

 

 

午前１０時１０分 休憩 

 

午前１０時２０分 再開 

 

 

大井淳一朗委員長 それでは委員会を再開します。３２ページ、３３ページで

すが、保健事業です。 

 

吉永美子委員 聞き落としていなければ、１項目追加になったとおっしゃいま

したよね。何でしたか。 

 

石井国保年金課主査兼特定健診係長 詳細項目になるんですが、眼底検査です。 

 

吉永美子委員 必要性というところは、どういう基準で選ばれたんでしょうか。 

 

石井国保年金課主査兼特定健診係長 この検査を導入した理由ですか。（「は

い」と呼ぶ者あり）国の制度の中に詳細項目として挙がっておりますの

で、それを取り入れようということです。 

 

松尾数則委員 受診勧奨事業委託料というのは、どういうことをしようと思わ

れているんですか。 
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梅田国保年金課長 こちらの受診勧奨事業委託料につきましては、今年度の当

初予算のときに御説明しましたＡＩを使った受診勧奨です。令和２年度

におきましては、予定していた集団健診が、６月が実施できなかったと

いうような状況もあり、この受診勧奨についても早々に実施することが

できませんでした。内容としては、被保険者の方の特定健康診査の受診

状況等をＡＩで分析して、その方の行動パターンに合った勧奨通知を、

ナッジ理論等を活用しながら通知して、それによって受診率を上げてい

くというような内容のものです。今年度につきましては、それを９月に

実施しまして、そのときの問合せ状況等は、昨年、市が独自のものを送

ったときに比べるとかなり多かったというような認識もありますので、

効果としては一定の効果があるんではないかというふうには考えており

ます。その辺りの検証は、またこれからになると思います。 

 

松尾数則委員 ある程度、効果があったという認識なんですね。ナッジ理論の

話が出たけど、人間行動学というのはできたばかりの学問ですし、その

辺のところをしっかり勉強してもらって、例えば５０％ぐらいには持っ

ていけるようにしてほしいなと思っているんですけど、こうしたらうま

くいくんじゃないかという案はあるんですか。 

 

梅田国保年金課長 今年度から新たに開始した事業で、実際には、県の国保連

がまとめて、県内の希望する市町の事業を請け負っているような形で運

用しております。こうすればというところにつきましては、今後の事業

の結果を検証した上で、考えていきたいと思っております。検証が終わ

りましたら、そのときに御報告させていただきたいと思います。 

 

大井淳一朗委員長 当初予算のときも説明があったかもしれませんが、この度

やってみて、市が今までやってきたのと比べて、ＡＩを使うことで受診

勧奨のどの辺が変わったんですか。 

 

梅田国保年金課長 具体的にということですが、一番感じましたのは、通知す

る文章そのものが、通常の行政の発想とはちょっと違う、分かりやすい

通知文のような形になっているなというところが一番大きなところかな

と思います。どこに何を書けば、その人が読む気になるとか、そういっ

たところのノウハウを持っていらっしゃるなというのは一番感じたとこ

ろです。それに加えて先ほどから申し上げますようにＡＩを使って、ど
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ういった対象には、どういった文章が効果的だというノウハウを持って

いらっしゃいますんで、その辺りは市が独自でやるには難しいところだ

ろうというふうには感じます。 

 

大井淳一朗委員長 よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）次は基金です。 

 

河﨑平男委員 資料では基金残高は年々減少するということでありますが、保

険料の推移というか、今後はどのような見通しを立てていますか。 

 

梅田国保年金課長 保険料収入の推移ということでよろしかったでしょうか。

（「はい」と呼ぶ者あり）保険料収入につきましては、今後、被保険者

数が更に減少しますので、減少する見込みと思っております。 

 

大井淳一朗委員長 基金残高の推移も多分聞いていたと思うんです。基金の動

向ですね。 

 

梅田国保年金課長 基金残高につきましては、保険料を県内でも低額なほうに

抑えている関係で、そこには基金を投入して抑えているというふうな状

況がございます。今後につきましては、徐々に基金は減少していくとい

うふうに考えております。 

 

河﨑平男委員 どのぐらいの時期に引上げというのは、考えていますか。 

 

梅田国保年金課長 具体的に何年後とかというようなところは今のところ計画

はしておりませんが、一つの目安として、基金の残額がどのぐらいある

のが好ましいかという目安があります。本市でいえば３億円程度という

ふうに考えておりますので、基金の今後の推移を見ながら、３億円に達

するのが何年度かというところを勘案しながら、とはいってもなるべく

被保険者の方の負担にならないようにというところもバランスを取りな

がら、今後、計画を策定しなければいけないというふうに考えておりま

す。 

 

水津治副委員長 一番下の１項償還金及び償還加算金の２２の保険料の過誤納

還付金。これは保険料を戻すということと思うんですが、これはどうい

った事例を想定された予算かお尋ねします。 
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山田国保年金課収納係長 保険料を納めていただいた方で遡及の喪失とかがあ

り、遡って前年度以前のものを返す場合、歳入還付ではなく、償還金で

還付する予算になります。 

 

水津治副委員長 それで少し分かったんですが、前年度の分ということで、財

源が一般財源になっておりますんで、当年度であれば、保険料からとい

うことになろうと思うんですが、これは、前年度までの分という予算と

いうことで理解していいんですか。 

 

山田国保年金課収納係長 これが令和３年度の予算なので、令和２年度以前の

保険料還付金については、この償還金から支出するということになりま

す。 

 

矢田松夫委員 基金の積立てですが、この資料を見てみますと、平成３０年と

令和２年を見ると大体１億円ぐらい減っているんですよね。計算すると、

１年ごとに減るということは、１０年で基金が底をつくんじゃないかと

いうふうに心配するんだけど、課長の話によると、３億円ぐらいになれ

ば検討するということは、後７年たつと、そろそろ掛金、保険料の値上

げということになってくるという可能性もないことはないんですかね。

そうならないのは、さっきも、何回も言うけど、医者にかからんことで

すよね。健康で長生き、若しくはピンころりね。そういうことになりま

せんが、どうなんですかね。基金が底をつきそうになればというのが、

３億円ぐらいになると保険料を上げなければいけんという理解でいいん

ですかね。 

 

梅田国保年金課長 一つの目安として、３億円は基金を保有しておくべきであ

ろうというところがございます。３億円を割り込みそうな状況になる前

に、措置はしなければならないというふうに思っております。ちなみに

令和３年度の見込みは、資料で７億８，０００万円程度というふうに記

載しておりますが、決算剰余金がもし出た場合は、それを積み立てるこ

とになりますので、実際にはここまでは減らないんじゃないかなという

ふうには考えております。基金の減り方の動向も見ながら、検討してい

く必要があると思います。現在、国は県内統一料金というのをしきりに

言っているところで、山口県においても、それに関する協議を今年度始
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めたようなところで、その辺りの情勢も勘案しながら、検討する必要が

あるというふうに考えております。 

 

大井淳一朗委員長 県内統一料金という話が出ました。料金は、うちは割と低

いほうだという話もあったんですが、もしかしたら上がるんじゃないか

なと心配なんですが、その辺は分かりますか。 

 

梅田国保年金課長 協議を始めたばかりですので、その辺りは分かりません。 

 

松尾数則委員 基金のほうでいろいろと段々下がっているのが気になっている

んですが、もちろん国保は、国民皆保険の最後のとりでなんですよね。

比較的収入の少ない人が、大体加入している場合が多いわけですから、

こんなにどんどんどんどん基金が下がっていくと、いずれ掛金が高くな

る可能性は十分にあるわけです。国から、県と一緒になったときに、１，

２００億円ぐらい出たはずなんですが、これは国が本当は責任を持たな

ければいけんような内容だと思っているんです。逆に、国からまたそう

いった制度で、多少基金が振り込まれるとか、そういう話は全然ないん

でしょうか。 

 

石橋国保年金課課長補佐 特にそのような話は出ておりません。 

 

大井淳一朗委員長 昔、うちの議会で国庫負担の増額という意見書を出したこ

とありますが、なかなか全国的には対応できていないということでしょ

うね。そのほか、よろしいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは

３４、３５ページ。よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）歳出は

以上とします。それでは歳入に入ります。１２ページ、１３ページ、保

険料関係です。保険税も含めて、１４、１５ページの上の辺りまで、よ

ろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）この保険料については滞納者

が出たら差押えということで、決算委員会の中で、差押えの実態につい

て、質疑がありまして、その辺の運用はしっかりされているのかという

ことなんですが、現状についてお答えいただければと思います。 

 

山田国保年金課収納係長 差押えに至るまでは督促、催告、納付相談、通知書

等を送付しまして、納付や納付相談を促しております。文書や電話に反

応がない方につきましては、納付の意思がないものとして、滞納整理を
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行っております。件数ですが、平成３１年度の実績ですと５５２件にな

ります。 

 

大井淳一朗委員長 令和２年度の見込みも。 

 

山田国保年金課収納係長 滞納者につきましては、約１，２００世帯になりま

す。 

 

大井淳一朗委員長 今年度の見込みは分かりますか。 

 

山田国保年金課収納係長 滞納の世帯数ですか。 

 

大井淳一朗委員長 最新のデータで分かる範囲で。 

 

山田国保年金課収納係長 まだ集計をしておりませんので、決算時期でないと

出しておりません。 

 

大井淳一朗委員長 納付相談ということで、極力面前でということですが、よ

く言われるのが、なかなか会えない人に対しての対応ですけど、その辺

りの実情はどうですかね。 

 

山田国保年金課収納係長 納付の催告とかを送って、自主納付をお願いしてい

るところですけど、反応がない方については、どうしても滞納整理とい

うことになります。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか。よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）そ

れでは以上とします。１４ページ、１５ページの使用料、手数料、県支

出金、財産収入までです。 

 

矢田松夫委員 県の支出金、県の補助金ですけれど、これについては、２，４

００万円ぐらい前年度より増えているんですけれど、もっともっと要求

したけれど、この結果に、２，４００万円に落ち着いたのか。その辺の

コメントはあるんですか。もっともっと増やさないといけんのよね。ど

うですか。 
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伊藤国保年金課主査兼国保係長 県の負担金につきましては、普通交付金と特

別交付金に分かれているんですが、この普通交付金に関しましては、基

本的に医療給付に対して歳入されるものになりますので、医療給付とほ

ぼ同額のものが計上されることになります。医療給付が増えれば、入っ

てくるものが増えるという形になります。それ以外の特別交付金につい

ては、県に要綱等がありますので、それに沿ったもので、取れるものに

関しては、申請していくという形になっております。努力支援分等につ

きましては、この中で伸びているのが、一番上の取組評価分なんですけ

ど、昨年度に比べて６００万円程度増えているところです。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）気

になったのは、財産収入利子で、基金の運用収入、これは利子なんです

が、何か増えていますね。基金が大幅に増えたんなら分かるけど、これ

は実績がちょっと違っていたのかな。 

 

梅田国保年金課長 国民健康保険基金運用収入につきましては、令和２年の１

０月だったかと思いますが、市内の銀行が新型コロナ応援特別定期預金

というのを発売というか、募集しまして、それに基金のうちから１億円

を１年間の定期預金ということで預金させていただきました。それの利

息分が加算されておりますので、その関係で、この度は予算上増額とい

うことになっております。 

 

矢田松夫委員 災害臨時特例補助金。これは東北震災の補助金だろうと思いま

すけれど、一人の方がずっと毎年僅かなお金で補助金を受けておられま

す。１０年たったんだけど、もう少し上げるとか計算方法とか、それは

分かりますか。 

 

伊藤国保年金課主査兼国保係長 こちらは対象地域にお住まいであった方がい

らっしゃいましたので、まだ市内に在住されていらっしゃるんですけれ

ど、この方の医療費の一部負担金部分を国で負担するという制度です。

認定証を窓口に提示されることで、支払をしなくていいということ形に

なるんですけれど、実際、認定証を受け取りに来られていらっしゃらな

いので、窓口で認定証を出されないまま、普通にほかの方と一緒に受診

されていらっしゃいますので、自己負担で受診されていらっしゃいます。

負担が今後出てきたときにはということで、枠取りという形で１，００
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０円という形になっておりますので、もし、その方が医療等にかかって

負担が生じた場合に、認定証を提示されれば金額が増え、その負担金額

を国に申請します。国からは全額負担ということになっておりますので、

その部分は、また補正等をしていかなければならないと考えます。 

 

杉本保喜委員 特別交付金のところで、保険者努力支援分、取組評価分と保険

者努力支援分の事業費分と、二つに分かれているんですけど、これにつ

いて説明していただきたいんですが。 

 

石橋国保年金課課長補佐 保険者努力支援分の取組評価につきましては、国民

健康保険の事業における評価指標の達成度に応じて配点がなされて、そ

の採点によって、金額が交付されるというような制度です。事業費分に

つきましては、これまで保健事業分ということで取り扱っておりました

交付金につきまして、努力支援のほうに制度が変わったということで、

保健事業を行った保険者に対して、交付金が出されるということです。

この事業費分の対象の事業、市が行っている事業の対象の事業としまし

ては、特定健診の受診勧奨事業と糖尿病性腎症重症化予防事業、それと

こくほシェイプアップジムの事業、この事業費に対して、交付金を申請

することとしております。 

 

大井淳一朗委員長 １４、１５ページは以上とします。それでは１６、１７ペ

ージの繰入金、繰越金、諸収入等。 

 

吉永美子委員 ちょっと教えてください。その他一般会計の繰入金のところな

んです。国民健康保険負担軽減対策繰入金で、これは令和２年度のとき

の御説明ときに、県内市町が共同というふうに聞いたと思っているんで

すけど、これが令和３年度はちょっと増えていっているんですよね、繰

入金が。これはどういうことでしょうか。御説明をお願いできますか。 

 

伊藤国保年金課主査兼国保係長 こちらの負担軽減の対策繰入金は、県で一応

交付の要綱等があって、県が取りまとめをして、市の持分が幾ら、県の

持分が幾らという、２分の１ずつなんですけれど、それを決定している

ところです。その対象はカク福という福祉医療証を持っていらっしゃる

方がどれだけ医療費を使われるかということになるんですけれど、今は

見込みの状態で県も数字を示しておりますので、多少増えているかなと
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いうような印象ではあります。ただ、原因は障害の福祉医療の対象の方

の年齢が少し上がってきているという形もありまして、負担が増えてい

る。子どもに関してとか、ひとり親に関しては、横ばいというような形

ではあるんですが、障害のほうが少し伸びているので、ここが大きくな

っているというような形になります。 

 

吉永美子委員 県内市町どこも、こういう予算書で、どこも増えているという

形になっているということでしょうか。 

 

伊藤国保年金課主査兼国保係長 県内全てを確認しているわけではありません

ので、県内全ての状況は分からない状態です。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）１

８、１９ページの諸収入の続きですが、よろしいですか。（「はい」と

呼ぶ者あり）歳入歳出は以上で、質疑を打ち切りたいところですが、冒

頭、会計年度任用職員のことで質疑が出ました。一般質問でも出ており

ますし、聞くところによると総務分科会でも、この辺りはいろいろと紛

糾するような形です。結論から申しますと、この特別会計も会計年度任

用職員がいますので、一般会計の全体会の様子とか、その辺りの動向を

見極めた上で、今回のそこの扱いと整合性を図るという意味から、この

国保特別会計についての採決は保留としたいと思います。まだ、質疑も

打ち切っておりませんので、今日はここまでとしたいと思います。皆さ

んよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それで行きたいと思いま

す。それでは今日のところは、国保は以上とします。それでは続きまし

て、議案第１３号、令和３年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計予

算についての説明を求めます。 

 

石橋国保年金課課長補佐 それでは議案第１３号、令和３年度山陽小野田市後

期高齢者医療特別会計予算について御説明します。後期高齢者医療制度

は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、平成２０年度から始ま

ったもので、制度の運営主体は都道府県ごとに置かれた後期高齢者医療

広域連合です。後期高齢者医療に係る市の業務としましては、資格の取

得・喪失等の手続の処理及び保険料の通知・徴収など、広域連合の窓口

としての機能を担っています。それでは、まず資料について御説明した

いと思います。委員会提出資料④令和３年度後期高齢者医療特別会計予
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算資料と記載のものを御覧ください。まず、１の保険料ですが、改正は

２年に１度ですので、令和３年度は令和２年度と同率、同額で、所得割

率１０．４８％、均等割額５万３，８４７円となっています。次に２の

被保険者数につきましては、３月末時点での人数を掲載していますが、

年々増加傾向にあります。令和元年度は、それまでに比べて増加の幅が

小さくなっています。続いて３の収納率の推移については、現年度分と

滞納繰越分を合わせた合計分は、ここ３年はおよそ９９％前後で推移し

ています。滞納繰越分につきましては、分母となる調定額が少ないこと

もあり、大口の支払等の有無により、収納率が大きく変動する傾向にな

ります。それでは、予算書に沿って御説明します。予算書の２ページを

お願いします。予算総額は、歳入歳出とも１１億３，７０６万４，００

０円で、前年度当初予算比０．８％、８６９万１，０００円の減額とな

りました。では、歳出から御説明します。１４、１５ページをお願いい

たします。１款１項１目一般管理費につきまして、２節給料、３節職員

手当等、４節共済費及び１８節負担金、補助及び交付金は、一般職３名

分に係る人件費となっています。今年度に比べ一般職員が１名増となっ

ていますが、これは、来年度からの新規事業として高齢者の保健事業と

介護予防の一体的実施事業を開始することを予定してのものです。資料

の２ページを御覧ください。当該事業の実施のイメージ図です。この事

業は、令和元年度の法改正により、山口県後期高齢者医療広域連合が行

う高齢者の保健事業と市町村が行う国民健康保険保健事業、地域支援事

業を一体的に行うこととされたことを受けて実施するものです。この事

業の基本は、県広域連合と市が業務委託契約を締結し、県広域連合が示

す仕様に沿って、市は医療保険部門、高齢福祉部門、健康増進部門が連

携して介護予防にもつながる保健事業を実施し、当該事業に係る費用は、

人件費も含め原則全額県広域連合が委託料として市に支払うというもの

です。資料の右上の枠を御覧ください。①市町村は、次の医療専門職を

配置と記載してあります。予算で１名増としている一般職員は、この医

療専門職に当たります。この医療専門職は、資料の中央上部の枠に記載

してあります医療、介護データの解析を行い、事業全体のコーディネー

トや企画調整を行います。この医療専門職が行った解析の結果から、高

齢者の健康課題を把握すると同時に、具体的な健康課題を抱える高齢者

や閉じこもりがちな高齢者、健康状態が不明な高齢者を特定し、資料中

央のベン図の左側の保険者が行う保健事業や右側の介護部門の介護予防

の事業等といった枠を超えて、必要な医療、介護サービスにつなげ、必
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要に応じてかかりつけ医等の関連機関との連携も図りながら、市民の健

康寿命の延伸に寄与するという内容となっています。予算書の１４、１

５ページにお戻りください。続いて、１０節需用費は、消耗品や封筒の

購入に係るものです。１１節役務費は、被保険者証などの郵送料です。

これらにより、１項総務管理費全体では、２，１４４万１，０００円を

計上しています。次に、２項徴収費につきましては、保険料納付書など

の印刷製本費やコンビニ収納の手数料などを計上しています。その結果、

１６、１７ページの上段になりますが、３１６万９，０００円を計上し

ています。次に、２款１項後期高齢者医療広域連合納付金は、県広域連

合から提示された金額で、１８節負担金、補助及び交付金のうち、事務

費等負担金は２，１４５万２，０００円、保険基盤安定負担金は２億３，

７７９万９，０００円、後期高齢者医療保険料納付金は、歳入にありま

す保険料及び延滞金相当分８億５，１４４万６，０００円を計上してい

ます。１項後期高齢者医療広域連合納付金全体では、１１億１，０６９

万７，０００円を計上しています。次に３款１項１目保健事業費は、１

款総務費で御説明しました高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事

業及び後期高齢者医療健康診査事業に係る事務費で、１０節需用費は、

消耗品や封筒の購入、１１節役務費は、健康診査受診券などの郵送料、

１２節委託料は、一体的実施事業の一環として実施予定の服薬相談指導

を市薬剤師会に委託するための委託料で、保健事業費全体で６３万２，

０００円を計上しています。４款諸支出金と５款予備費につきましては、

令和２年度当初予算と同額を計上しています。続きまして、歳入につい

て御説明します。予算書の１０、１１ページをお願いいたします。１款

後期高齢者医療保険料は、８億５，１３４万６，０００円を計上してい

ます。これは県広域連合から提示された金額です。２款使用料及び手数

料は、令和２年度当初予算と同額を計上しています。次に、３款１項一

般会計繰入金のうち、１目事務費等繰入金は、物件費、広域連合納付金

及び人件費相当分の金額を計上し、２目保険基盤安定繰入金は、歳出の

保険基盤安定負担金相当分を計上しています。１項一般会計繰入金全体

では、２億７，９７０万５，０００円を計上しています。４款繰越金、

５款諸収入のうち１項延滞金、加算金及び過料、２項償還金及び還付加

算金及び１２、１３ページの３項預金利子までは、いずれも令和２年度

当初予算と同額を計上しています。４項雑入につきましては、２目１節

雑入のうち、健康診査事務手数料については、実績を勘案し２１万４，

０００円を計上し、同節の高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事



34 

 

業受託収入は、歳出で御説明しました同事業の県広域連合からの委託事

業費４４２万５，０００円を計上しています。その結果、４項雑入全体

では、４６４万円を計上しています。令和３年度山陽小野田市後期高齢

者医療特別会計予算についての説明は以上です。御審査のほど、よろし

くお願いします。 

 

大井淳一朗委員長 説明が終わりました。後期高齢者医療特別会計ですが、ま

ず前提として確認しますが、ここの特別会計においては、会計年度任用

職員はいないということでよろしいでしょうか。 

 

梅田国保年金課長 後期高齢者医療特別会計におきましては、会計年度任用職

員はおりません。 

 

大井淳一朗委員長 皆さんの質疑を受けたいと思います。歳出１４ページ、１

５ページです。 

 

河﨑平男委員 １名増で、専門職員ということでありますが、職種はどういう

専門職員が配置されるんですか。 

 

梅田国保年金課長 保健師となっております。 

 

大井淳一朗委員長 それは、別の課から移ってくるという認識ですか。それと

も新規採用ですか。そこまで分かりますか。 

 

梅田国保年金課長 配属につきましては人事課の専門ですので、そこは分かり

かねますが、現課としては経験がある職員を希望しております。 

 

大井淳一朗委員長 １４、１５ページはよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者

あり）それでは、１６、１７ページです。先ほどの高齢者の保健事業と

介護予防の一体的な実施事業も含まれておりますので、資料も含めて、

皆さんの質疑を受けたいと思います。 

 

吉永美子委員 保健事業、介護予防を一体的な実施ということは、いいことだ

というふうに思います。高齢者が元気にいてくださることは大事なこと

でございます。新規で、予算的には大変高いとは言えない中なんですけ
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れども、被保険者は、今日現在で何人おられるんですか。 

 

岩壁国保年金課主査兼年金高齢医療係長 令和３年２月末日現在で、１万７３

７人いらっしゃいます。 

 

吉永美子委員 １万人を超えた、うちが６万２，０００人ぐらいですかね、人

口がですね。その中で１万人を超えておられるわけですが、その方々に

対して、こういう大事な実施事業が行われるところで、この金額ででき

るという試算はどのように出されたんでしょうか。 

 

石井国保年金課主査兼特定健診係長 この事業は、生活圏域を一つの単位とし

まして事業を実施するようになっております。事業開始年度ですので、

１日常生活圏域から実施していこうと思っております。 

 

吉永美子委員 ということは、１万７３７人が令和３年度は相手じゃなくて、

その一部ということですか。これはどういう段階で行かれるんですか。 

 

梅田国保年金課長 この事業につきましては、一番のベースに、国保年金課に

あります国保データベースシステム、ＫＤＢシステムというのがありま

して、これは国の国保中央会が管理をしております。その中に資料に記

載しております医療レセであるとか、健診のデータであるとか、介護の

データであるとかというものが格納されておりまして、それを分析した

上で、保健事業につなげるターゲットを絞ります。絞った方々に対して、

個別であったりとか、先ほど言われた医療圏域ごとの、例えば、百歳体

操の現場であったりとか、そういったところに、効果的な医療事業を行

うというようなものですので、一度に１万人を超える被保険者の方を対

象にした事業ということではございません。 

 

吉永美子委員 予定としては、２月末現在１万７３７人は、終了するのにどの

ぐらいの時間を掛けてやられるんですかということも聞いたつもりです。 

 

梅田国保年金課長 国が指導して、来年度から始めようとしている事業で、本

市としても、来年度初めての試みですので、助走期間というか、一度や

ってみないと、どういった感じになるかというのが、我々もはっきりと

つかめてないところがあります。来年度は取りあえず１医療地域で行っ
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てみて、それがどのぐらいの負担というか、事業規模というふうなこと

になったかというのを確認した上で、翌年度以降、それであれば、その

翌年度は２地区いけるでしょうとか、そういった形で拡大していくよう

な形になっていこうかと思っております。令和３年度については、まだ

準備期間的な意味合いで、こういった予算を取っているというふうに御

理解いただければと思います。 

 

河﨑平男委員 やってみないと分からないということでありますが、個人でや

られるんですか、団体というか、対象はどういう形でやられるんですか。 

 

梅田国保年金課長 そちらの資料には示しておりませんけども、県の後期高齢

者医療広域連合が示す仕様に従って行うようになっております。その仕

様の中で、柱が２本ありまして、一つは個別です。例えば医療機関を受

診されていない方を絞り出して、その方の様子を伺って、必要であれば、

医療につなげるといったものと、もう一つはポピュレーションアプロー

チといいまして、百歳体操などの地域の介護予防を行っている現場に行

きまして、その地域に必要な保健事業を見つけ出しまして、その場でで

きることであれば、その場でしますし、予算に計上しております薬剤師

の方に委託をして、服薬指導のようなことも、そういったところでやっ

ていただくというような事業になります。その２本立ての事業を行って

いくというような構造になっております。 

 

杉本保喜委員 ２款１項の１８節のところの後期高齢者医療保険料納付金とい

うのが、昨年に比べるとかなり小さく見積もっているように見えるんで

すけれど、この辺りの説明をお願いします。 

 

岩壁国保年金課主査兼年金高齢医療係長 令和２年度の納付金のときに、広域

連合が見込まれた被保険者の数が、平成３１年度から令和２年度まで、

伸びの増加が大きいと見込まれて計算をされていたということでした。

そして、令和３年度の被保険者の推移としましては、それほど伸びない

と見込まれた計算をされたため、保険料が伸びないということで、納付

金が減少しています。 

 

杉本保喜委員 全体的な流れとしては高齢者が増えていく傾向にあるわけです

よね。そういう中にあって、これからはどういう方向になっていくんだ
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というような想定というなものはあるんですか。 

 

梅田国保年金課長 ７５歳以上の高齢者の方は増えていく傾向はございます。

ただ、令和２年に７５歳に達する方というのが、ちょうど終戦の昭和２

０年生まれの方になりまして、ちょうどその前後の出生者の方というの

は、それまでに比べて少ない状況になっておりますので、この二、三年

につきましては、７５歳以上の方の増え方が鈍化しているような状況で

す。ただ、今後、いわゆる団塊の世代の方々が、７５歳をどんどん迎え

てきますので、７５歳以上の高齢者の方につきましては、増えていくと

いうように考えております。 

 

水津治副委員長 ２項の徴収業務、これが２１３万５，０００円の増額予算と

なっておりますが、徴収業務に何か力を入れるとか、そういった具体的

なものがあって増額というふうになっているかどうかお尋ねします。 

 

岩壁国保年金課主査兼年金高齢医療係長 令和２年度の予算では、一般管理費

の役務費、通信運搬費に含まれておりました本通知や仮徴収通知の費用

を徴収費に整理して、計上させていただきました。その関係で、この金

額を少し高く見積もっております。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、１６、１７ページはよろしいですね。（「はい」

と呼ぶ者あり）歳出は以上とします。歳入全般はよろしいですか。（「は

い」と呼ぶ者あり）それでは、質疑を打ち切ります。先ほども質問させ

ていただきましたが、会計年度任用職員は会計にはいないということで

すので、国保と異なり、この会計については採決したいと思いますが、

よろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは、討論はあり

ませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。それでは採

決に入ります。議案第１３号、令和３年度山陽小野田市後期高齢者医療

特別会計予算について、賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

大井淳一朗委員長 全員賛成にて、可決すべきものと決しました。ここで職員

の入替えのため休憩し、２０分からということにさせていただきます。 
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午前１１時１０分 休憩 

 

午前１１時２０分 再開 

 

 

大井淳一朗委員長 それでは、委員会を再開します。続きまして、議案第３９

号です。令和２年度山陽小野田市介護保険特別会計補正予算（第５回）

についての説明を求めます。 

 

麻野高齢福祉課長 それでは、議案第３９号、令和２年度介護保険特別会計補

正予算（第５回）について御説明します。介護保険特別会計補正予算書

の２ページをお開きください。表にありますとおり、この度の補正は、

介護保険業務システム改修事業の５０６万７,０００円を令和３年度に

繰り越すために、地方自治法施行令第１４６条に基づいて繰越明許費を

設定するものです。この事業につきましては、令和２年第４回１２月定

例会におきまして、令和２年度介護報酬改定等に伴うシステム改修とし

て、補正予算を計上し、議決を頂き、事業を進めておりましたが、令和

３年２月１８日にシステム改修を担当する株式会社サンネットより、シ

ステム改修の一部が年度内に完了できない旨の報告がありましたので、

急きょ繰越明許費を設定し、令和３年度に関連予算を繰り越すものです。

システム改修に当たっては、国から介護保険事務処理システム変更に係

る参考資料がその都度示されますが、その最終分が令和３年２月１８日

に示されたことから、システム開発に取り掛かる時間的余裕がないため、

３月末までに業務を終了することができなくなっております。令和２年

度介護報酬改定等に伴うシステム改修事業の完了は、令和３年７月末の

予定となっておりますが、４月１日から必要になる機能については、３

月中に終了する旨の報告は受けております。また、同じように機能的に

必要となる時期に間に合うようにシステム改修することになります。よ

って、介護サービス利用者、事業所等についても支障がでないような計

画となっておりますが、業者と打ち合わせを密にし、支障を来さないよ

うに努めてまいります。なお、本市は、県内の５市２町、具体的には山

陽小野田市、宇部市、防府市、美祢市、長門市、周防大島町、和木町に

おいて、やまぐち自治体クラウドを共同運用しており、基幹系業務シス

テムは同じものを使用しておりますので、本市を含め５市２町は、この
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度、同様に繰越明許費を設定する手続きを取っております。説明は、以

上となります。御審査のほどよろしくお願いします。 

 

大井淳一朗委員長 説明が終わりました。これについて、原因や他市の動向も

含めて、質疑がありましたら。 

 

河﨑平男委員 機能的に間に合うということでありますが、いつまでというか、

最終リミットは分かるんですか。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 現在、国からシステム改修の細かい改修内容の

情報提供はされているところではあるんですけれども、現時点でも、ま

だ示されていない情報というものもございます。今、開発会社から受け

ているものとしては、対応できる期間としては、少なくとも７月末には

業務が完了できるような形にしたいと。ただ、早くなるということも考

えられますし、国で開始する時期が設定されるケースもありますので、

その場合には、必ずシステムは制度の運営に支障がないような形で、実

施できるような形で対応していくという報告は受けているところです。 

 

吉永美子委員 先ほど自治体クラウドで５市２町が同じやり方ですね。逆に言

うと、ほかはどうなっているか把握しておられるんですか。よその市町

です。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 県内の他市について確認はしてみましたが、い

ろいろと開発業者というのが幾つかありまして、当然、間に合うという

回答を得られている自治体もあるというふうには伺っています。ただ、

それが本当に間に合うのか。通常考えると、国のシステムの提示が遅く

なっているということもありますので、開発元のサンネットとも協議は

しましたんですけれども、普通に考えたらそれは間に合わないような形

になるのではないかと伺っています。ただ、繰越しとされるかどうかと

いうのは、そこまでは確認できておりません。 

 

大井淳一朗委員長 国の提示が遅れたという点では、県内一緒ということでよ

ろしいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）よろしいですね。 

 

水津治副委員長 ４月１日から業務に支障がないように、一部の改修をすると
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いうお話があったんですが、繰越明許費の５０６万７，０００円、これ

は一部の改修が３月中に済むと思うんですが、この経費というのはどう

いうふうになっているか。全部入ったものかどうか。 

 

大井高齢福祉課主幹 今回の繰越額につきましては、全額になっております。

今回サンネットとも協議しまして、全部の作業が終わって、終了した後

に最終検収をするという形になりました。その最終検収が終わった後に、

金額についてはお支払するという形になりましたので、このような形に

なっております。 

 

杉本保喜委員 そもそもこれが遅れた大きな理由というのは、どのように捉え

ておるんですか。国が遅れたということなんですけれど。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 介護保険の制度改正というのは、通常３年に１

回大きな改正が行われることになります。今年度が３年に一度の節目の

大きな改正が行われる時期になっておりまして、国も報酬審で、制度改

正について審議をしていただいて、その後に各市町に最終的にこのよう

な形で改正になりますという通知等を出すことにはなるんですけれども、

今年度は細々とした改正の情報が何回かに分けて提示されておりまして、

現実に少し遅くなってしまっているというところが原因になっているの

ではないかなと考えています。 

 

松尾数則委員 ５市の自治体クラウドということなんですけれど、クラウドで

すから、どっかに業者がおって、そこに情報を集めるということで解釈

していいんですか。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 今回の自治体クラウドについては、５市２町が

同じシステムを共同で利用するという形になります。改修についても、

共同で利用するシステムが改修完了しなければ、同じように５市２町も

利用はすることができませんので、繰越明許をそれぞれが設定されてい

るということになります。 

 

松尾数則委員 ５市２町のどこにデータを蓄積するのか、それとも国が全部や

るのか、それも含めて、そういうところはないんですか。 
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藤永高齢福祉課介護保険係長 システムのサーバがどこに置かれているかどう

かということでよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）サーバの設

置場所というのは、情報管理で管理をしているものになりますので、詳

しくは分からないですけれども、県外にサーバが置かれていて、それを

クラウドで利用するという形になっているかと思います。 

 

大井淳一朗委員長 この繰越明許に関する質疑はよろしいですか。（「はい」

と呼ぶ者あり）それでは質疑を打ち切ります。討論はありませんか。（「な

し」と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。それでは議案第３９号、令和

２年度山陽小野田市介護保険特別会計補正予算（第５回）について、賛

成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

大井淳一朗委員長 全員賛成にて可決すべきものと決しました。それでは続き

まして、議案第２１号、山陽小野田市介護保険条例の一部を改正する条

例の制定についての説明を求めます。 

 

麻野高齢福祉課長 議案第２１号、山陽小野田市介護保険条例の一部を改正す

る条例の制定について説明させていただきます。お配りしております議

案第２１号参考資料を参照していただきながら説明させていただきます。

今回の改正は、介護保険法第１１７条に規定される３年を１期とする介

護保険事業計画策定に伴い、令和３年度から令和５年度の間の本市介護

保険事業計画の介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した

保険給付に要する費用の予想額等を試算し、介護保険法施行令第３９条

第１項で定める割合を条例で定めるところにより算定された保険料額を

規定するものであります。また、第１号被保険者の介護保険料の段階の

判定に用いる所得指標の合計所得金額について、税制改正による介護保

険料への不利益を生じさせないため、介護保険法施行令の一部改正にお

いて、合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれて

いる場合には、当該金額の合計額から１０万円を控除した額を用いる額

とするよう改正されたため、本市においても同様の金額を用いるため所

要の改正を行うものとなります。令和３年度から令和５年度までの介護

保険料の基準額につきましては、２ページをお開きください。令和３年

度から令和５年度の間の本市介護保険事業計画の介護給付等対象サービ
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スの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額等を試

算し、介護給付費準備基金の活用等を行った上で、介護保険料標準月額

を、第７期と同額の５，５００円、年額６万６，０００円としています。

また、介護保険料の所得段階及び割合の基準についても、現行どおりと

しております。施行日については、令和３年４月１日となります。続き

まして、介護保険料の算定根拠について、担当から説明します。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 続きまして、介護保険料の算出方法について、

御説明させていただきます。次の議案で恐縮ですが、介護保険料は、議

案第２１号と第１２号に関連するものとなりますので、先に御説明させ

ていただきます。お配りしております議案第１２号参考資料を御覧くだ

さい。介護保険料につきましては、令和３年度から令和５年度の間の介

護給付費等の見込みを算出し、それに対する財源として介護保険料の額

を算出しております。介護給付費等の算出方法につきましては、厚生労

働省の地域包括ケア「見える化システム」の将来推計機能を活用し算出

しておりまして、本日お配りをしております資料は、そのデータの一部

を抜粋し、表に加工したものとなります。それでは、資料の御説明をさ

せていただきます。まず、介護給付費等の算出につきましては、第１号

被保険者の人口の推移が必要となります。１ページの被保険者数の項目

を御覧ください。被保険者数の算出方法につきましては、令和２年度の

住民基本台帳の人数に、山陽小野田市人口ビジョンの推計値の割合を乗

じた人数としております。６５歳以上の第１号被保険者数の見込みは、

令和３年度は２万８１３人、令和４年度は２万６０９人、令和５年度は

２万４０５人で、第８期の平均伸び率は９８．１％としております。同

ページの要介護（支援）認定者数の項目を御覧ください。要介護認定者

数につきましては、第１号被保険者全体の推移及び各年齢層の推移と平

成３０年度から令和２年度における本市の要介護認定者の実績等を基に

見える化システムを用いて、算出しております。要介護認定者数の見込

みの合計は表の上段にありますように、令和３年度は３，８１４人、令

和４年度は３，８３１人、令和５年度は３，８５１人で、第８期の平均

伸び率は１００．９％としております。要介護認定者数は高齢化に伴い、

全体的に増加傾向にありますが、平均伸び率が要支援１の方については

１０５．１％、要支援２の方については１０２．６％と高くなっており

ます。この理由としましては、近年、住宅改修等を希望され新規で介護

申請をされる方が多くなっていることから増加傾向となっております。
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要介護４、要介護５の方については、入院等により第７期期間中は該当

者が減少しておりますので、第８期についてもこの傾向は続くと見込ん

でおります。２ページ、３ページをお開きください。このページでは、

要支援１から要支援２と認定された方が受けられる介護予防サービスの

見込量を令和３年度から令和５年度までの一月当たりの利用人数、利用

回数、給付費の推移、要支援認定者の推移、令和３年度からの報酬改定

による影響を勘案し、サービスごとに算出しております。ほぼ、どのサ

ービスも高齢化に伴い増加傾向となっておりますが、２ページ下段にあ

ります、特定介護予防福祉用具購入費及び介護予防住宅改修費について

は、要支援の方で希望されることが多いサービスとなるため、実績等を

加味して他のサービスに比べて平均伸び率が大きくなっております。４

ページ、５ページをお開きください。このページでは、要介護１から要

介護５と認定された方が受けられる介護サービスの見込み量を算出して

おります。算出方法については、介護予防サービスと同様となります。

本市は全国と比べると通所介護事業所が多い地域と言えます。そのため、

４ページ中段の通所介護サービスと５ページ中段の地域密着型通所介護

サービスにおける給付費が介護サービス給付費の中で大きな割合を占め

ており、今後もこの傾向は続くことが見込まれています。また、５ペー

ジ下段（３）施設サービスにおける介護老人保健施設と介護医療院につ

きましては、伸び率が介護老人保健施設は８３．９%、介護医療院は２６

２．６%となっております。この二つの施設サービスの見込みが増減して

いる理由は、現在市内で運営されている一法人の介護老人保健施設と介

護医療院において、令和３年度に定員の再編が行われる予定となってい

ることが要因となります。再編の内容は、介護老人保健施設の定員１０

０床の内、４８床が介護医療院に転換し、１２床が廃止となります。そ

の結果、介護医療院の定員は現行の１２床と合わせて６０床となります。

また、令和４年度を目途に定員が２０名のサテライト型介護老人保健施

設の整備が予定されているため、介護老人保健施設と介護医療院の各年

度の見込みにバラつきが生じているものとなります。なお、第８期末の

施設定員の総数としましては、現在の５２７床より８床増加し、５３５

床となる見込みとなっております。また、令和３年度からの制度改正と

しまして、令和３年８月から特定入所者介護サービス費と高額介護サー

ビス費の基準等の見直しがされることになります。特定入所者介護サー

ビス費は施設入所や短期入所するときの部屋代・食事代の減額措置を行

う制度となりますが、本人の収入等の能力に応じた負担となるよう基準
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の細分化や預金額の要件が見直しされることになります。また、高額介

護サービス費については、医療保険の高額療養費の基準に合わせて、基

準が細分化されることとなり、制度改正に伴って給付額が減少する見込

みとなります。以上のサービス見込みと制度改正等の影響を加味した額

が保険給付費の総額となりまして、７ページをお開きください。介護給

付費の総額は、令和３年度は６１億１，６７９万６，０００円、令和４

年度は６２億３，８１８万１，０００円、令和５年度は６３億９，６４

９万２，０００円、第８期の合計額は１８７億５，１４６万９，０００

円となります。次に、この保険給付費に対する財源について、御説明さ

せていただきます。ページが前後して申し訳ありませんが、参考資料の

６ページを御覧ください。介護給付費の財源については、通所介護や訪

問介護等の居宅サービス給付費と特別養護老人ホーム等の施設サービス

給付費とで公費負担の割合が異なっております。まず、６ページ左側、

居宅サービス給付費については、国の負担が標準の割合で２５％、県の

負担が１２．５％、市の負担が１２．５％、４０歳から６４歳までの第

２号被保険者の介護保険料が２７％、６５歳以上の第１号被保険者の介

護保険料が２３％とされています。６ページ右側、施設サービス給付費

については、国の負担が標準で２０％、県の負担が１７．５％とされて

おりまして、それ以外の負担割合は、居宅サービス給付費と同じ割合と

なっております。なお、それぞれの表の右側、保険料負担の割合につい

ては、令和３年度から令和５年度において、これまでと同様、第１号被

保険者が２３％、第２号被保険者が２７％を負担されることとなります。

次に介護保険料額の算出方法について、御説明させていただきます。参

考資料の７ページをお開きください。まず、一行目の総介護給付費見込

額は、先ほど御説明をさせていただきました介護給付費見込額です。２

行目は、地域支援事業費の負担金等の交付対象となっている額となりま

す。この合計が３行目となりまして、令和３年度は６３億４，８７３万

１，０００円、令和４年度は６４億８，２１４万６，０００円、令和５

年度は６６億５，１７１万５，０００円、第８期介護保険事業計画期間

の合計が１９４億８，２５９万２，０００円となりまして、この金額に

対して第１号被保険者の負担割合２３％が掛かることになります。その

額が、４行目の第１号被保険者負担分相当額となりまして、令和３年度

は１４億６，０２０万８，０００円、令和４年度は１４億９，０８９万

４，０００円、令和５年度は１５億２，９８９万４，０００円、第８期

の合計額が４４億８，０９９万６，０００円となります。次に５行目か
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ら７行目の財政調整交付金について、御説明させていただきます。財政

調整交付金は、先ほど御説明させていただきました財源構成では、国負

担分の一部になります。標準の交付割合が５％となりますが、市町村間

の財政力格差を調整する為の交付金となりますので、後期高齢者の割合

と所得段階別の割合に応じて、交付割合が変動いたします。したがいま

して、国の平均よりも後期高齢者が多い市町村や、第１号被保険者の所

得段階別の人数が国の平均よりも低い場合に５％から上乗せされて交付

されることとなります。本市のシステム上で計算された財政調整交付金

の割合は、令和３年度は５．７％、令和４年度は５．５％、令和５年度

は５．４％と試算されています。標準の５％を超えて交付された交付金

は、第１号被保険者の負担分に当てられることとなりまして、第１号被

保険者の負担分相当額から控除されることとなります。８行目の介護給

付費準備基金繰入額については、介護給付費準備基金から繰り入れる額

となりまして、令和３年度から令和５年度までの各年度において、１億

５，０００万円ずつ、合計４億５，０００万円を第１号被保険者負担相

当額に繰り入れ、令和３年度からの介護保険料の軽減を行うこととして

います。これらを第１号被保険者負担分相当額、第８期合計４４億８，

０９９万６，０００円から除いた金額が９行目の保険料収納必要額とな

りまして、第８期合計額として３９億２，８１７万１，０００円となり

ます。ただし、介護保険料の収納率は１００％ではありませんので、令

和元年度実績を参考に収納率は９９％と見込み、それを加味した保険料

収納必要額は、第８期合計が３９億６，７８５万円となります。この金

額を第１号被保険者数で割ることにより、介護保険料の額が算出される

ことになりますが、全ての第１号被保険者が、同じ所得段階ではありま

せん。したがいまして、標準段階で補正した第１号被保険者数を出す必

要がありますが、その人数が１３行目の所得段階加入割合補正後の高齢

者人口となりまして、令和３年度は２万２３７人、令和４年度は２万４

０人、令和５年度は１万９，８４１人、第８期合計で６万１１８人とな

ります。この人数を用いて、収納率を加味した保険料収納必要額第８期

合計の３９億６，７８５万円を割ると年額６万６，０００円となりまし

て、６万６，０００円を１２か月で割ると、月額５，５００円となりま

して、第８期計画の月額基準額は５，５００円と算出しました。次に所

得段階別の介護保険料について、御説明させていただきます。参考資料

の８ページをお開きください。第８期における保険料基準額は、令和２

年度計画期間中と月額基準額は同額の５，５００円となっており、保険
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料の所得段階の基準も同基準となっております。以上が、介護保険料の

算出方法についてです。大変、長い説明となりまして申し訳ありません。

御審議のほどよろしくお願いします。 

 

大井淳一朗委員長 説明が終わりました。資料も併せてですが、あくまで保険

料についての議案ですので、介護サービスの中身については、この後の

予算書の中で質問していただければと思います。資料を示すときは、ど

の辺りかということを示した上で質疑をしてください。 

 

河﨑平男委員 改正による影響額はどのぐらいなんですか。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 介護保険料については、第７期と第８期につい

ては、同額の基準とさせていただいておりますので、市民の皆さんの負

担が直接増えるということはございません。ただ、介護報酬の改定を国

が行っておりますので、その報酬改定が全体でプラス０．７％とされて

おりますので、その部分の負担の増加は、可能性として十分考えられる

ものとなります。 

 

大井淳一朗委員長 今回、据置きとなった要因を教えていただければと思いま

す。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 ここ最近の理由としまして、介護認定の認定者

数、それから被保険者数というのは、高齢者の人口が頭打ちになってき

ているという部分もありますが、高齢化による影響で、今後も介護サー

ビス自体は増加を続けるのではないかと考えております。ただ、その中

で、介護保険の保険料を算出するに当たって、一つ要因となってくるの

が、介護給付費準備基金をどのように活用するかという問題がございま

す。これまで介護給付費準備基金は、第７期においては１億円ほど各年

度繰り入れるということで計画をさせていただいておりましたが、現実

として、これまでの計画の見込みよりも、介護給付費は少し下回ってい

たという要因がございまして、基金が積み上がっていたということがご

ざいます。介護給付費準備基金は、介護給付が急激に増加したときに備

えて積立てを行うものでもありますし、介護保険料の増加を抑制するた

めに使うという役割もあります。皆さんからお預かりした保険料をずっ

と積み立て続けておくというのは、基金の活用方法としてはあまり適切
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ではないというふうに考えておりますので、この度は、第７期に比べて

５，０００万円ほど各年度増加して、１億５，０００万円ずつ、合計で

４億５，０００万円を介護保険料に繰り入れることとして、保険料を設

定しております。この基金の金額がこれまでと同額ということであれば、

若干保険料は、本来であれば増加していたという見込みとなります。 

 

水津治副委員長 先ほど介護報酬０．７％のプラスというお話がありましたが、

居宅と施設は０．７％のうち、内訳は分かりますか。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 国から全体として示されておりますので、細か

い内訳については持ち合わせていません。 

 

松尾数則委員 夜間対応型訪問介護というのは、そういった施設がないという

ことなんですか。ゼロということは。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 本市では夜間対応型訪問介護を実施されている

事業所はございませんし、利用されている方もいらっしゃいませんので、

ゼロという見込みとなっております。 

 

松尾数則委員 必要性がないという判断なのか、行政としては。 

 

篠原高齢福祉課主査 必要がないということではないんですが、ほかに定期巡

回随時対応型訪問介護看護というサービスがありまして、そちらのほう

でも夜間の対応はしております。 

 

大井淳一朗委員長 極力、サービスの内容ではなく、保険料に関連した質疑を

お願いします。また、予算の中で聞いてください。そのほか、保険料に

関する資料も含めて、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それ

では質疑を打ち切ります。討論はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あ

り）討論なしと認めます。それでは採決に入ります。議案第２１号、山

陽小野田市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の

委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 
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大井淳一朗委員長 全員賛成にて可決すべきものと決しました。それでは午前

中は以上としまして、介護保険の予算につきましては、病院事業会計の

後ということで、それまでお持ちください。午前中は以上とします。 

 

 

午後１時３５分 休憩 

 

午後１時４０分 再開 

 

 

大井淳一朗委員長 それでは委員会を再開します。続きまして議案第１５号、

令和３年度山陽小野田市病院事業会計予算についての説明を求めます。 

 

矢賀病院事業管理者 令和２年度は、新型コロナ感染で大きく影響を受けまし

て、その対応に迫られることが多くありました。日経新聞を読んでいま

すと、昨年１年間で、厚労省が出した通知が９００通ぐらいあったとい

うことで、とても読み切れないぐらいの通知が送られてきまして、その

対応に難渋しました。患者数は減ったんですけども、近隣の急性期型病

院の中では、比較的減り具合が少なかったということで、ちょっと安心

しているところです。令和３年度のコロナがどうなるか、感染がどうな

るか、見通しが立っているわけではないですけれども、今日、私たちも

これから帰ってワクチンを接種する予定になっております。一ついいニ

ュースは、医者の数が来年度少し増えまして、攻めの姿勢でやっていき

たいというふうに思っています。経営担当の参与を昨年一人入れまして、

経営に関するアドバイスをもらっています。効果は今までも出ているし、

これからも出てくると思うんですけども、一番ありがたい点は、我々執

行部が考えていることが間違っていないかどうか、数字で出してくれる

ということです。自信を持って施策を進めていけるというようなところ

が非常にありがたいと思っています。病院の一番の課題は、新入院患者

の確保でありまして、紹介患者の獲得に向けて努力してきましたが、こ

れが十分効果が上がってないということがあります。医者の数も少なく

て、我々が開業医を訪問するために割ける時間もあまりありませんので、

事務を今年度は充実させて、事務の方に頑張ってもらいたいと考えてい

ます。もう一つ、病院機能評価を来年度受ける予定にしておりまして、

標準的な医療を我々ができているかどうか、自分たちで検証しながら、
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良い医療を目指して進めていこうと考えております。それでは担当の者

から説明します。 

 

藤本病院局総務課主幹 それでは、議案第１５号、令和３年度山陽小野田市病

院事業会計予算について御説明します。予算書１ページを御覧ください。

第２条業務の予定量ですが、入院患者につきましては、現状コロナ禍の

中、昨年度に比べ減少していますが、令和３年度から医師２名が増員と

なることから、医師増員による患者の増加を見込み、令和２年度当初予

算と同じ１日平均１８０人とし、延べ患者数も令和２年度当初予算と同

じ６万５，７００人と予定しています。また、外来患者につきましては、

コロナ禍の影響による最近の患者動向から勘案し、令和２年度当初予算

比３９人減の１日平均３８０人とし、延べ患者数を令和２年度当初予算

比９，８５７人減の９万１，９６０人と予定しています。また、主要な

建設改良事業として、建物改築費５００万円を、総合医療情報システム、

透析装置、マンモグラフィなどの更新費用として器械及び備品費６億５，

８６１万円を予定しています。第３条収益的収入及び支出は、予算書１

９ページ収益的収支の収入のところから御説明します。１９ページを御

覧ください。以下、２年度当初予算と大きく相違する箇所を中心に御説

明しますが、業務の継続性の観点から、原則として令和２年度決算見込

みである最終補正予算などを参考に令和３年度当初予算を積算していま

すので、増減理由は先日の補正予算時に御説明したものと重複している

ものもありますが、あらかじめ御了承ください。まずは収益定収入から

御説明します。１款１項医業収益ですが、２年度当初予算比６，８９１

万９，０００円減の３９億９，１８８万６，０００円としました。その

下の１目入院収益ですが、患者数は先ほど第２条の業務の予定量のとこ

ろで御説明したとおりですが、一人１日当たりの入院単価は、地域包括

ケア病棟導入の効果もあり、令和２年度当初予算に比べ６６６円増の３

万９，２５０円と見込み、４，３７３万５，０００円増の２５億７，８

７２万５，０００円としました。２目外来収益についても、患者数は先

ほど予算第２条のところで御説明したとおりですが、一人１日当たりの

外来単価は、令和２年度当初予算と変わらず１万１，０００円と見込み、

１億８４２万７，０００円減の１０億１，１５６万円としました。３目

その他医業収益ですが、先日審議していただいた２年度補正予算第３回

の決算見込み等を勘案しつつ積算しました。１節室料差額収益は令和２

年度の最新の利用率を参考にやや減額し、２節公衆衛生活動収益も先日
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の３月補正でも御説明しましたが、引き続きコロナ禍の影響を勘案し再

積算しました。３節受託検査収益は昨年１２月補正でも御説明しました

健康増進課管轄の地域外来検査センターＰＣＲ検査委託料分を計上しま

した。また、４節医療相談収益も先日の３月補正でも御説明しましたが、

引き続きコロナ禍の影響を勘案し再積算しました。一般会計繰入金であ

る６節救急医療負担金、７節保健衛生行政負担金は内容を精査した結果、

ともに増額しました。８節その他医業収益は文書料、貸衣料、胎盤料な

どについて実績を勘案し、やや減額しました。その結果、３目その他医

業収益全体では４２２万７，０００円減の４億１６０万１，０００円と

しました。続きまして、２項医業外収益について御説明します。医業外

収益ですが、２年度当初予算比１，５３６万７，０００円増の３億１，

４３５万２，０００円としました。まず、２目他会計補助金ですが、こ

れは一般会計からの繰入金のうち、地方公営企業法第１７条の３の規定

に基づき、総務副大臣通知で認められた基準内繰入れであり、例えば、

医師等研究研修費や基礎年金拠出金などであります。３目国・県補助金

ですが、令和３年度当初予算では看護職員確保事業補助金のみ計上しま

した。４目 補助金ですが、分娩手当に対する補助金を、令和２年度の

実績を勘案して、計上しました。５目他会計繰入金ですが、これは２目

他会計補助金同様、地方公営企業法第１７条の２第１項第２号の規定に

基づく一般会計からの基準内繰入れであり、企業債償還金利息や高度医

療に係る費用などであります。６目長期前受金戻入ですが、補助金や寄

付金、建物･構築物等に係る企業債償還元金に対する一般会計繰入金など

を、一旦、長期前受金としてバランスシートの負債の部に繰延収益とし

て計上したものについて、翌年度以降に減価償却見合い分を収益化する

もので、計算の結果、１億１，５２２万１，０００円となりました。７

目資本費繰入収益ですが、前の６目長期前受金とは異なり、耐用年数と

企業債の償還年数が近い医療機器などに係る一般会計繰入金を、一旦、

長期前受金に負債計上することなく本年度に直接収益化するもので、計

算の結果、２，１３９万９，０００円となりました。８目その他医業外

収益ですが、主に不用品売却収益や公舎使用料・売店使用料、ＴＶカー

ド利用料などがありますが、決算を見込み、令和２年度当初予算比３１

８万円減の１，３７９万７，０００円としました。以上のことから、収

益的収入の総額である１款病院事業収益につきましては、令和２年度当

初予算比５，３５５万２，０００円減の４３億６２５万８，０００円と

しました。続いて予算書２１ページ、収益的支出について御説明します。
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まず、１款１項医業費用ですが、令和２年度当初予算比１億１，５０６

万５，０００円増の４５億６５万円としました。１目給与費ですが、令

和２年度当初予算比１億１，１７０万４，０００円増の２３億５，１８

５万８，０００円としました。まずは、１節医師給ですが、先ほど予算

第２条業務の予定量のところで少し触れましたが、常勤医師が増える見

込みです。２節看護師給は、正看護師、再任用職員、会計年度任用職員、

育休復帰者が増える見込みです。３節医療技術職員給は、歯科衛生士、

理学療法士が増える見込みです。４節事務職員給は、事務職員が増える

見込みです。５節から８節までの各種手当、９節賞与引当金等繰入額、

１１節法定福利費につきましては、医師、看護師、事務職員などの増員

により増える見込みです。１０節報酬につきましては、令和２年度の非

常勤医師やパートの会計年度任用職員の支払実績を踏まえ増える見込み

です。最後に１２節退職給付費につきましては、令和２年度中途退職者

の影響で減少する見込みです。２目材料費ですが、令和２年度当初予算

比４，０８０万円増の９億２，２５６万円としました。そのうち、１節

投薬用薬品費から５節その他材料費につきましては、令和２年度の実績

を勘案し、１２月補正や３月補正時にも御説明しました手袋などのその

他材料費を中心に増加を見込んでいます。３目経費ですが、令和２年度

当初予算比１，５５６万５，０００円増の８億１，３４２万９，０００

円としました。経費は基本的にはほとんど全ての節で令和２年度当初予

算と同額ですが、１１節修繕費は病院空調の加湿モジュール交換費用と

して４００万円増額し、先日の３月補正時に御説明しました１５節賃借

料は、１，０８０万円増額しました。４目減価償却費ですが、令和３年

度に総合医療情報システムや透析装置、マンモグラフィーなど大型器械

備品を更新することや、平成２６年度から２７年度にかけて購入した医

療器械等の減価償却が概ね終了したことにより、減価償却費合計で１億

６０３万１，０００円減の３憶１，９７１万円となりました。５目資産

減耗費は、廃棄予定器械などの減価償却残を計上するものですが、令和

３年度は先ほど４目減価償却費のところで御説明しました総合医療情報

システムや透析装置、マンモグラフィーなど大型器械備品を更新するた

め、既存の器械等を廃棄するに当たり、それらの減価償却残を計算した

結果、５，７４３万４，０００円増の６，０４３万４，０００円となり

ました。６目研究研修費は、令和２年度当初予算と比べ増減はありませ

ん。７目長期前払消費税償却とは、簡単に説明すると、控除対象外消費

税のうち、４条予算で行う建設事業や医療機器購入分に係る仮払消費税
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を一旦バランスシートの資産の部に計上し、翌年度以降に年次的に費用

化するものですが、計算の結果、２，３２８万２，０００円となりまし

た。次に２項医業外費用ですが、令和２年度当初予算比１，１３２万２，

０００円減の２億１，６８６万６，０００円としました。１目支払利息

ですが、企業債の償還終了に伴う企業債利息の減や、工業用水道事業会

計への借入金残高減少に伴う借入金利息の減で、令和２年度当初予算比

２８９万１，０００円減の４，９４３万２，０００円となりました。４

目雑支出とは、控除対象外消費税のうち、３条費用及び貯蔵品の課税仕

入れに係る仮払消費税を当年度に費用化するものですが、計算の結果、

１億４，８３１万５，０００円となりました。５目消費税とは、税務署

に納める消費税及び地方消費税のことですが、計算の結果、１，１７８

万１，０００円となりました。６目退職給付費負担金とは、過去に病院

に在籍したことのある職員の退職手当を、一般会計で支払った場合に対

する病院負担金のことですが、令和３年度当初予算として６５９万８，

０００円を計上しました。３項特別損失、４項予備費は、２年度当初予

算と比べ増減はありません。以上のことから、収益的支出の総額である

１款病院事業費用につきましては、令和２年度当初予算比１億３７４万

３，０００円増の４７億２，１５２万６，０００円としました。その結

果、予算書１２ページ、税抜き後の予定損益計算書では、一番右端の列

上から医業損失４億１，５１８万円、その２行下経常損失３億６８８万

４，０００円となり、一番下から３行目、当年度純損失は３億１，０８

７万４，０００円を見込み、令和３年度末未処理欠損金、いわゆる累積

欠損金は、一番下４０億２，６６３万８，０００円となる予定でありま

す。次に、第４条資本的収入及び支出は、予算書２４ページを御覧くだ

さい。まずは、資本的収入から、主なものについて御説明します。１款

１項企業債では、総合医療情報システムや透析装置、マンモグラフィー

などの医療器械、備品の更新費用の財源として合計６億４，３６０万円、

先日の３月補正時に御説明しました特別減収対策企業債として、１億６，

９４０万円の合計８億１，３００万円を計上しました。２項他会計負担

金は、４条予算で計上する一般会計繰入金のことですが、起債対象外の

工事請負費や医療器械及び備品費分として、令和２年度当初予算と同額

の１，０００万円、企業債元金分として９，２１８万４，０００円を計

上しました。以上のことから、１款資本的収入につきましては、令和２

年度当初予算比７億３，９４０万円増の９億１，５２８万４，０００円

としました。続きまして、その下の表、資本的支出から、主なものにつ
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いて御説明します。まずは、１款１項１目建物改築費ですが、既存建物

の改修等が必要となった場合に備え、工事請負費として例年どおりの５

００万円を計上しました。２目器械及び備品費ですが、医療器械等の購

入費用として、合計６億５，８６１万円を計上しました。主なものとし

ましては、１節 医療器械では通常の医療器械購入分に加え、透析装置、

マンモグラフィー更新分を計上しました。２節備品では通常の備品購入

分に加え、総合医療情報システム更新分を計上しました。次に、２項１

目企業債償還金ですが、令和２年度当初予算比６６４万５，０００円増

の２億２，９００万４，０００円を計上しました。最後に、３項１目他

会計からの長期借入金償還金ですが、工業用水道事業会計への最後の償

還金として６，６００万円を計上しました。以上のことから、１款資本

的支出は、令和２年度当初予算比５億６，５２５万５，０００円増の９

億５，８６１万４，０００円としました。この結果、予算書１ページに

戻って、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４，３３３万円

は、内部留保資金等で補塡します。次に、予算書２ページの第５条企業

債ですが、器械及び備品費の限度額として６億４，３６０万円を、特別

減収対策企業債の限度額として１億６，９４０万円を定め、起債の方法、

利率、償還の方法につきましては、令和２年度当初予算と変更なく予算

書記載のとおりです。第６条、一時借入金ですが、借入限度額を令和２

年度当初予算と変わらず７億円と定めます。第７条、議会の議決を経な

ければ流用することのできない経費ですが、職員給与費２３億５，１８

５万８，０００円、交際費５０万円としています。第８条、たな卸資産

購入限度額ですが、購入限度額を令和２年度当初予算と変わらず７億円

と定めます。第９条、重要な資産の取得ですが、地方公営企業法第３３

条第２項の規定により、１件の取得額が２，０００万円以上の医療器械、

備品について予算で定める必要があり、明細は予算書記載のとおりです。

なお、予算書３ページから５ページは、１９ページ以下を款項目まで表

記した令和３年度の予算実施計画です。６ページは令和３年度の予定キ

ャッシュ・フロー計算書です。７ページから１０ページは令和３年度の

給与費明細書です。１１ページは、債務負担行為に関する調書です。令

和２年度当初予算との相違点は、９月補正で設定しました医療情報シス

テム更新事業と、１２月補正で設定しました病院機能評価事業の２件を

追加したのみです。１２ページは令和３年度の予定損益計算書です。１

３、１４ページは令和３年度の予定貸借対照表です。１５ページには注

記を載せています。また、参考までに、既に先日の当委員会で審議、採
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決済みですが、１６ページには令和２年度最終補正の予定損益計算書を、

１７、１８ページには令和２年度最終補正の予定貸借対照表を載せてあ

ります。資金不足につきましては、予算書１３、１４ページにある令和

３年度の予定貸借対照表、いわゆるバランスシートから計算できますが、

計算の結果、プラス１万１，０００円となり、資金不足は発生しません。

以上、令和３年度山陽小野田市病院事業会計予算について御説明しまし

た。なお、御不明な点は、質問の回答の中で説明させていただきますの

で、御審議のほど、よろしくお願いします。 

 

大井淳一朗委員長 説明が終わりました。それでは、順にやっていきたいと思

います。お手元にあります議案書の収益的収入及び支出というところ、

１９ページ、２０ページを中心に見ていきますが、関連するところがほ

かのページでありましたら、その旨提示して、質問していただければと

思います。まず、１９ページ、２０ページのうち、病院事業収益の医業

収益、入院収益、外来収益に絞って、質疑を受けたいと思います。なお

１ページの第２条に業務の予定量がありますので、その辺りも含めて、

入院外来について質問を受けたいと思います。 

 

矢田松夫委員 病床稼働率が昨年と同じ率になっているんですけれど、病床稼

働率が同じで、単価が高くなるというのは、どうなんですか。 

 

藤本病院局総務課主幹 先ほど御説明しましたが、地域包括ケア病棟を導入し

たことによる単価の増です。 

 

大井淳一朗委員長 令和２年度は途中からだったけど、令和３年度は頭からと

いうことで、その分だけじゃないですけど、それが影響したということ

ですね。入院、外来について、皆さんのほうで確認したいこととかあり

ますか。医師が二人増えたということで、その分入院の収益が上がると

いうことなんですが、お医者さんの診療科にもよると思うんですが、差

し支えなければ診療科をお答えできますか。 

 

和氣病院局事務部次長 診療科につきましては、内科が１名と泌尿器科が１名

となっております。 

 

大井淳一朗委員長 収益に直結するような、ありがたいですね。 
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松尾数則委員 地域包括支援センターで、（「地域包括ケア病棟」と呼ぶ者あり）

一人当たりの単価が上がったという内容が理解できないんですが、どう

いうことがあって単価が上がってくるのか。 

 

國森病院局事務部長 地域包括ケア病棟ですが、これは在宅復帰に向けた病棟

で、国が進めておりまして、実際、単価については包括ということで、

どんな治療しても包括ということで、丸め単価になっております。結局、

それを推し進めるための優遇措置で単価が高くなっています。入院患者

の様態を調べてみると、１病棟５５床を地域包括ケア病棟にしたほうが、

入院の単価が上がるということで、構造的に変えるということで、令和

２年度の７月から転換したところです。これはあくまでも診療報酬上の

優遇措置です。 

 

松尾数則委員 つまり、地域包括支援センターというのは、（「地域包括ケア病

棟」と呼ぶ者あり）地域包括ケアセンター、そういう収益が上がるシス

テムがあるということなんですね。そうすると、もうちょっと病床を増

やしたほうがいいとか、そういう話なんじゃないかな。 

 

國森病院局事務部長 地域医療構想を進める一環でもありますけど、１病棟５

５床で病床利用率が８０％ぐらいです。入院患者が例えば１６０名いた

ら、どの病棟が適切かというのはベッドコントロールで判断し、それが

今の状態です。５階が退院支援病棟ということになっておりますけど、

増えれば、また考えなくてはいけません。今のところ１病棟の体制で、

収益上は問題ないという状態です。 

 

松尾数則委員 基本的には国は急性期の数をだんだん減らしていこうというふ

うな流れがあると聞いていたんですが、基本的にその流れに乗っていけ

ば、もっとこれからも収益が上がるということになると考えていいんで

すかね。 

 

國森病院局事務部長 今は診療報酬が国の政策とほとんど合致しておりますの

で、そういったところは国の動向を見ながら判断していくことになると

思います。２年に１回、診療報酬が変わっておりますので、その辺を見

極めながら、やっていかなければいけないと思っております。 
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大井淳一朗委員長 あまり包括ケア病棟を増やすと、急性期としてはちょっと

違ってきますよね。その辺の説明もあわせて。 

 

矢賀病院事業管理者 地域包括ケア病棟というのは、病棟単位でしか変更でき

ないんですよ。今５５床でしょう。それを増やそうと思ったら、次は１

１０床になります。そうすると、急性期の病床を残りの１０５床でやら

ないといけないということになって、それでは賄いきれないという実情

がありますので、今のところ１病棟だけというふうにしています。 

 

大井淳一朗委員長 関連でお伺いいたしますが、例の厚労省のベッドの話があ

りましたけれども、私の認識では急性期２１５床から１６０床に減らし

たということで、市民病院とすれば、医療構想の構想に従ったという言

い方はよくないですけど、対応したという認識なんですか。その辺はい

かがでしょうか。 

 

矢賀病院事業管理者 急性期の病床を減らすという意味では、一応努力して、

対応したということになると思います。それ以前に、旧山陽中央病院と

市民病院が合併していますので、その時点から、既にそういう方向に協

力しているという実績があるというふうに私たちは認識しております。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、入院外来です。補正でも聞いたところもあるん

ですが、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）入院、外来について

は以上とします。その他医業収益です。 

 

吉永美子委員 今日、国保の会計の脳ドック検診補助金というところで、市民

病院が４０名までオーケーということでお話があって、大変喜んでいま

す。現実には２４２件という応募があって、それでも足りない状況なん

ですが、その他医業収益の中に４０名受ける分は入っているんでしょう

か。 

 

藤本病院局総務課主幹 それも勘案しております。 

 

吉永美子委員 ４節に入っているのか。 
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藤本病院局総務課主幹 そのとおりです。 

 

吉永美子委員 応募がかなり多いんですけど、市民病院としては４０名がマッ

クスですか。もうこれ以上無理でしょうか。 

 

矢賀病院事業管理者 現時点ではそうです。無理です。 

 

大井淳一朗委員長 ５０名を９０名に増やしていただいたということですが、

応募もそれだけ多いのでということであったんですが、努力されて、９

０名までということで、ありがたいことです。そのほか、よろしいです

か。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは医業外収益に入りましょう。特に

ないですね。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは特別利益です。これもい

いですね。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは収益的支出に入りたいと思

います。医業費用のうち給与費に絞りましょう。給与費のうち、給与の

ページもありますので、そこも関連で聞いていただければと思います。 

 

吉永美子委員 御説明の中に歯科について、歯科衛生士が増えるということで、

それとあわせて事務職が増えるということですが、増える理由について

教えてください。これがいい方向に行くからこそ増えるんだと思うんで

すけど、どういうことに対応するために増やすのかということを聞かせ

ください。 

 

藤本病院局総務課主幹 歯科衛生士につきましては、今年度、歯科常勤医師が

１名増えました。それに呼応する形で、歯科衛生士を１名ほど増員して

おります。事務職員につきましては、先ほど事務長と局長も申しました

が、経営改善というか、強化のために事務を増やして、より経営分析を

進めて、収入アップに努めたい、経費削減に努めたいという趣旨で、事

務職を増員する予定です。 

 

吉永美子委員 専門職とかではなくて、今の市役所におられる事務の方を呼ん

でくるということですか。 

 

矢賀病院事業管理者 正規の職員を２名増やす予定にしておりまして、１名は

経験者で、外から来ていただく予定にしております。その方は経営企画

担当ということで、新しい組織の中に経営企画室というようなところ、
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名称はまだ決まってないんですが、そういう担当をさせようというふう

に思っています。昨年、採用した参与とその二人です。彼は事務なんで

すけども、営業的な活動をしてもらうということと、もう一つは、今度

来られる方というのは経費の節減に関して、非常に造詣が深いというこ

とで、その辺をちゃんと見てくれるんじゃないかなというふうに思って

います。もう一人の方は若い方で、今、和氣さんが部次長と医事課長を

併任しているということで、非常にいびつな形になっていまして、一人

減っている形になっております。その席を補充しようと。それは病院の

将来のことも考えて、年齢構成から考えて、２０代の方がいいだろうと

いうことで、２０代の方を補充するようにしております。 

 

吉永美子委員 今おられる市の職員から取るんではなくて、新規ですか。（「新

規」と呼ぶ者あり）分かりました。歯科に対して常勤医師が１名という

ことで、良いことなんです。歯科は毎日しておられるんですか。 

 

矢賀病院事業管理者 一応二人体制でやっております。 

 

吉永美子委員 歯科に関して、山陽小野田市に歯科はいろいろあるんですが、

やはり二人おられることの意味は、市民病院からしたら大きいんですか。 

 

矢賀病院事業管理者 一人の先生がいらっしゃったんですけども、その先生は

非常に人気のある方でして、医療法上で認められているよりも多くの患

者を診ているということで、患者さんを見過ぎているということで、当

局から、いつも注意を受けていたんです。患者さんの数を減らしたくな

いので、大学から新しい先生に一人来ていただきました。一人来ていた

だくことによって、今度は入院患者を診られるようになるんです。時々

近隣の歯科の先生から紹介されて、入院で診るというようなことをやっ

ております。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、給与費に絞ってです。 

 

吉永美子委員 国保で歯周病の検診をやっているんですけど、その辺は、やは

り受け入れる市民病院に人気のある先生もおられるわけですけど、受け

入れますよというところは、市民病院はやってはいけないんですか。 
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矢賀病院事業管理者 歯科の先生とも話したんですけども、それは否定的で、

これ以上、来てもらっては困るということと、それと業務分担がありま

して、それは歯科の開業医の先生方にやっていただいたほうが、バラン

スがいいんじゃないかということです。検診の方まで来てしまうと、本

来の業務が回らなくなるという実情もあります。 

 

大井淳一朗委員長 薬剤師の数なんですが、院外処方が大分進んで、薬剤師が

適正なのかという話を以前からしております。病棟薬剤師に力を入れた

いという当時の事業管理者の答弁だったんですが、その後、矢賀病院事

業管理者に替わりまして、薬剤師の適正人数について、どのようなお考

えを持っているのかについて、お答えいただければと思います。 

 

矢賀病院事業管理者 薬剤師は収益の見込める職種です。薬剤管理指導という

のがありまして、一人やれば幾らという保険の点数が付いています。お

金のことばっかり言ってもいけませんけども、指導の件数を増やして、

医療の質を上げれば、十分薬剤師の数を増やせる余地は残っております。

現在も薬剤師が足りなくて困っておりまして、募集は行っているんです

けども、数は増えておりません。今後、山口東京理科大学との関連もあ

りますので、薬剤部はもう少し教育スタッフも必要になりますので、収

益を考えながら、薬剤師の数は増やしていかなければいけないというふ

うに考えておりまして、現在、補充できていないということです。最近

の傾向として、病院の薬剤師は人気がないんです。調剤薬局の薬剤師の

ほうに流れてしまうということがあって、山口東京理科大学の卒業生が

出てくれば、地元に貢献してくださる方も出てくるんじゃないかなとい

うふうに期待しております。 

 

大井淳一朗委員長 今の指導が、話に出ている病棟薬剤師ということと関連は

しているんですよね。それがその仕事ということですよね。（「はい」と

呼ぶ者あり）分かりました。 

 

杉本保喜委員 理想は何名というふうに考えておられるんですか。 

 

國森病院局事務部長 現在７名で不足しております。今、随時の募集を掛けて

おります。うちとして確保したいのは９名と思っております。（発言する

者あり） 
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大井淳一朗委員長 医師数ですね。 

 

和氣病院局事務部次長 常勤２６人です。 

 

大井淳一朗委員長 よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは以上と

します。特殊勤務手当の話が前々回ぐらいに議会で話が出ました。その

後、コロナの関係で、医療従事者に対して手厚くやるべきではないかと

いう意見もあったんですが、これについては現状どのようになっていま

すか。 

 

和氣病院局事務部次長 特殊勤務手当につきましては、防疫等作業手当という

名前になってくるんですけど、コロナウイルスの感染症の患者さん、そ

の疑いの方に業務で接した職員に対して支給しております。支給額につ

きましては、国を基本として、近隣の病院の状況も聞いた上で組合と交

渉しまして、決定して支給しております。 

 

大井淳一朗委員長 これは県と調整して、適正な手当を出しているという理解

でよろしいですか。 

 

和氣病院局事務部次長 適正な額と考えております。 

 

大井淳一朗委員長 給与費はよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）以上と

します。それでは材料費です。 

 

水津治副委員長 令和２年度決算を見込んだ数字からすると、１億１，５００

万円程度増額の予算になるんですね。コロナ関係でというのもあろうと

思うんですが、特にそれ以外で増額の要因となったものがありますか。 

 

藤本病院局総務課主幹 １２月と３月の補正でも、その他材料費を増やしまし

たが、基本的にはコロナの影響で増えているものがほとんどです。それ

以外にも、材料費であれば、細かいところで薬、その他材料費でオペ材

料とか、衛生用品とか、多種多様にありますけども、やはり一番大きい

のはコロナの影響で、先日も御説明しましたが、手袋が３倍以上上がっ

ていまして、これはかなりの枚数を使いますので、これがやはり大きい
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というふうに考えております。 

 

水津治副委員長 この材料費というのは、医業収益にも反映するものがある程

度ウエートとしてあると思うんですね。幾ら９億円掛っても、それを入

院患者さんなり、外来患者さんから医療費として頂くと。例えば何割ぐ

らいが収益につながるものなんですか。割合が高ければ、材料費が高く

ても収益に反映するんで、そんなに気にせんでもいいかなと思うんです

が、参考に分かれば。 

 

藤本病院局総務課主幹 材料費のうちの医療収入に占める割合といいますか、

ちょっと計算したことがありませんので回答できないんですが、考え方

として、うちはＤＰＣ病院ではなくて出来高払いですので、基本的に掛

かった費用は、患者の診療報酬に上乗せができます、特に薬は。ただ、

材料費につきましては、手袋は使い捨てですから、これをその都度患者

さんに転嫁することはできません。こういった費用は、幾ら増えても収

益には一切関係ありませんので、こういう収益構造になっています。 

 

大井淳一朗委員長 材料費はよろしいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）続きま

して経費に入りましょう。経費で次のページもありますが、一応２２節

の雑費まで含めて経費で、どこの部分かを示していただければと思いま

す。 

 

矢田松夫委員 委託料が４，０００万円増えているんだけど、減らす方向で少

し考えたことはないんですか。何で４，０００万円増えたのか。 

 

藤本病院局総務課主幹 委託料につきましては、昨年度と同額のはずです。 

 

大井淳一朗委員長 補正も加味してということですか。当初とですか。 

 

藤本病院局総務課主幹 当初と比較して、同額のはずです。 

 

大井淳一朗委員長 その後、補正で増やしたかどうか確認して。今年度、補正

はしていないですね。 

 

矢田松夫委員 １７節の委託料は、当初予算では５億４，０００万円じゃなか



62 

 

ったですか。今回は５億８，０００万円。引いたら４，０００万円ぐら

い。当初予算で比較するとアップしているんじゃないかという質問なん

です。 

 

大井淳一朗委員長 間違いなら、間違いと言ってもらったらいいんです。増加

しているのであれば、その要因ということで。 

 

藤本病院局総務課主幹 今、令和２年度の当初予算を確認しましたが、今年度

と同額の５億８，１４６万円だと思います。 

 

大井淳一朗委員長 矢田委員、気になることがあったら、また改めて聞いても

もらったらいいと思います。そのほか、経費です。この度、参与ともう

一人、経費を削減する職員を入れるということなんですが、どの辺が課

題だと認識して、そのようなマンパワーを強化するということに至った

のかについてお答えください。 

 

藤本病院局総務課主幹 具体的には、参与を中心にしまして、経費削減を進め

るようになるとは思います。収入アップはもちろんなんですけども、経

費削減という話になりますと、固定経費は難しいですから、変動経費と

いうところでいきますと委託料、保守料、材料費の中の薬品費、値引き

交渉が中心になるんじゃないかというふうに思います。 

 

矢賀病院事業管理者 全般というふうに考えております。どこが、どのぐらい

経費が高くなっているかというのは、これまで分析できていなかったん

ですけども、一般的に自治体病院は民間と比べて経費が掛かっていると

いうことが言われておりまして、経費の掛かり具合から分析してもらお

うということで、これが特に高いから、ここを中心にやってもらうとい

うようなことではありません。その方は民間にもいらっしゃった経験が

ある方で、その辺の実情が分かっている方じゃないかなというふうに考

えております。 

 

水津治副委員長 １４節の保険料ですが、どういった内容の保険に入っておら

れるか確認したいんです。 

 

和氣病院局事務部次長 この保険料は病院の賠償責任保険が一番大きなものに
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なっています。あとは固定資産に対する火災などの保険です。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、経費はよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

経費は以上とします。それでは、減価償却、資産減耗、研究研修、長期

前払い消費税償却、残りの医業費用ですが、よろしいですか。（「はい」

と呼ぶ者あり）それでは、医業外費用に入りたいと思います。医業外費

用だけにしましょうか。２３ページもありますので、その旨示していた

だければと思います。利息と患者外給食材料費ですね。よろしいですね。

（「はい」と呼ぶ者あり）特別損失及び予備費ですが、よろしいですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）それでは以上とします。それでは資本的収入及

び支出ですが、資本的収入に絞りましょう。特別減収対策企業債を起こ

しておられますが、これは額がどういう形になるのか。１回返して、ま

た借りるという形ですか。ちょっと額が前と変わっているので。 

 

藤本病院局総務課主幹 特別減収対策企業債は、３月補正で御説明しました資

金不足相当分です。収入のところに入っているということは、令和３年

度は、実は１億６，９４０万円の資金不足を当初から生じましたので、

その資金手当債として、特別減収対策事業債を発行し、借り入れるとい

う意味です。 

 

大井淳一朗委員長 私が聞いたのは、補正予算で１億４，４９０万円の起債を

起こしていらっしゃいますが、この数字と、ここの１億６，９４０万円

の数字を説明していただければ。 

 

藤本病院局総務課主幹 ここは資金不足相当分というふうに御説明しました。

資金不足は毎年度、バランスシートで計算しますので、令和２年度のバ

ランスシートを用いて計算した結果、１億４，０００万円程度の資金不

足が発生したため、そこにこの企業債の資金手当を充てる。そして令和

３年度も予算を組みまして、計算した結果、１億６，９４０万円の資金

不足が発生したため、その部分にこの資金手当債を充当するという意味

です。この二つが関連しているわけではなくて、毎年毎年資金不足とい

うのは、バランスシートから計算しますので、令和２年度は、先日御説

明した数字が計算上の資金不足として発生しましたので、その部分に起

債を借りる。そして、令和３年度も別途、予算編成しましたが、その結

果、１億６，９４０万の資金不足が発生したため、その部分に資金手当



64 

 

債として、企業債を借り入れるということです。全く計算根拠としては

別物で、特に数字に関連性はありません。ただ、資金不足に対応する資

金手当債であるということです。 

 

大井淳一朗委員長 この企業債の性質については、前回の補正で説明いただき

ました。コロナのためにやむなく起こすものである。１億４，０００万

円を超して、今回１億６，０００万円を超しているから、素人考えです

が、３億円をこれから返していかなければいけないという理解でよろし

いんですか。 

 

矢賀病院事業管理者 おっしゃるとおりです。これまでも、２年おきに３億円

ぐらい、一般財源から入れてもらっていまして、業務量が変わらなけれ

ば、大体１年間に１億５，０００万円ぐらい足りなくなる計算だったん

です。去年は地域包括ケア病棟を入れたので、そのマイナス額が少なく

なるかなと期待していたんですけども、コロナでそうはいかなくて、や

っぱりマイナス１億５，０００万円ぐらいのマイナスでした。コロナ禍

の中でマイナス１億５，０００万円で済んだというのは、ある意味では、

前と比べて特に悪化はしていないというふうに考えています。ただ、来

年度も外来患者で１億円ぐらい従来に比べてマイナスが出るので、来年

度も現状のままだったら、１年間にマイナス１億５，０００万円ぐらい

のお金が足りないということになります。これは今までだったら一般財

源から入れてもらっていたんですけども、こういう時節ですので、借金

をして、先で返さないといけないということになっているということで

す。 

 

矢田松夫委員 器械及び備品費が１０倍ぐらい予算化されているんだけど、医

者という特殊な職業であるから、私たち議員とか、一般市民にはぴんと

こんのですよね。普通、家庭的に言えば少し我慢しようかとか、１年延

ばそうかと普通思うんですよね。そういうせっぱ詰まったような状況で

あるのか、どうなのか。絶対、今年度買わなければいけない、導入しな

ければいけないのかというのが、さっきいろいろ器械類、備品類を言わ

れましたけど、ぴんとこんというか、そういう立場にいないからと思う

んですが、いかがでしょうか。 

 

大井淳一朗委員長 この企業債を起こすに至った経緯を絡めて質問されたと思
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うので、どうぞ。 

 

矢賀病院事業管理者 節約を心がけております。ここへ出てきているのは、電

子カルテとか、透析の機器とか、医療機器の耐用年数が来たものばかり

と電子カルテですので、これがないと診療できないということになって

おります。これの更新年度に当たっているということで、削ることがで

きないということです。 

 

矢田松夫委員 そうしたら、来年度はこの辺が少し減額されるということにな

るんでしょうね。 

 

國森病院局事務部長 医療情報システム、電子カルテはかなり高額なものです

から、次の年はぐっと抑えていける。年によって大型機器の更新とかあ

りますけど、次年度はそんなに大きいものは出てこないと思っておりま

す。 

 

吉永美子委員 第９条で聞こうかと思っていましたけど、聞かせていただきま

す。これが６億５，８６１万円ということで、この三つ、透析装置、マ

ンモグラフィー、総合医療情報システム、それぞれ幾らずつになってい

るんでしょうか。 

 

藤本病院局総務課主幹 透析装置は４，３５６万円、マンモグラフィーは３，

９０５万円、総合医療情報システムは５億６００万円、税込みです。 

 

吉永美子委員 マンモグラフィーについて聞きたいんですが、今のお話だとマ

ンモグラフィーについても、耐用年数の関係で更新しなければいけない

ということですね。せっかくするのであれば、これまでのマンモグラフ

ィーの機能というのかな、精度差というのかな、何か違うところが出て

きていますか。 

 

矢賀病院事業管理者 それについては、今資料がありませんので、お答えでき

ません。外科の先生が院長で、外科で使用する機械ですので、機器選定

に当たっては何人かが集まって検討して、この機器を選んだという経緯

です。実際の機能については、どこがどう違うのかというところまでは

把握しておりません。 
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吉永美子委員 女性を乳がんという病気から守るためには、大事な機器の一つ

だと思うんですけども、だからこそ、精度が上がっていれば、精度のい

いものにしていただきたいという思いがあります。それと、人によって

は痛いとかいったことがあって、軽減されているところがあれば、その

辺はどうしたらいいのかなと考えていくことも必要かなと思ったときに、

先日、テレビでやっていたのが、痛みがないＭＲＩですかね、胸用の。

そういった機器というのも考え方かと思います。ただ、金額が違うのか

なと思いますが、検討される中で、どうやったら女性がよりマンモグラ

フィーを使ってくれるのか。そして、どうせならば精度のいいもの入れ

られないか。そしてＭＲＩと比較してどうなのかといったところの検討

は、これまでしていますか。 

 

矢賀病院事業管理者 よく分かりません。また持ち帰って、話をさせていただ

きます。 

 

大井淳一朗委員長 資本的収入及び支出ということで確認ですが、もう工水へ

の返還はこれでなくなったということでいいですか。来年度から、この

支出がなくなるので、資本的支出については、この分が減るということ

ですね。（「はい」と呼ぶ者あり）資本的収入及び支出は、よろしいです

ね。（「はい」と呼ぶ者あり）以上とします。皆さんの中で、全体のこと、

バランスシートとかも含めて、聞きたいことがあれば、皆さんのほうで

指摘していただければ。よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それ

では全般的に聞いておきたいことがあれば、関連のあることについて聞

いてください。 

 

矢田松夫委員 ３月３１日で退職される人数を教えてください。 

 

藤本病院局総務課主幹 ６名です。 

 

矢田松夫委員 定年退職は６名という認識でいいんですか。 

 

和氣病院局事務部次長 定年退職につきましては、５人です。一人は自己都合

による普通退職です。 
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矢田松夫委員 企業内保育所の定員は２５名で、もう締め切っておられますけ

れど、現在定員、若しくは新たに入る人数は分かりますか。 

 

和氣病院局事務部次長 来年度は確定していないので、現状ということで御報

告します。院内の職員の子どもが１０人、院外の利用の方の子どもが二

人、合わせて１２人となっております。 

 

大井淳一朗委員長 現在、市長部局において会計年度任用職員のパートへの切

替えについて、議論になっております。午前中に国保特別会計において

も、会計年度任用職員がいるということで、パートに切り替えるとあっ

たんです。病院局も会計年度任用職員がいらっしゃいますが、パートへ

の切替えをするのかについて確認したいと思います。 

 

和氣病院局事務部次長 病院局におきましては、確かにもともとパートであっ

た方ももちろんいらっしゃるわけなんですけど、フルタイムからパート

タイムへの切替えというのは、本人がパートに切り替えたいというので

あれば、そうしますけど、それ以外のことでは切り替える予定はありま

せん。 

 

大井淳一朗委員長 市長部局と同じような形にはならないということですね。

希望があれば、もちろん変わるけどということで。 

 

矢田松夫委員 それは１月２２日に締め切ったんじゃないんかね。 

 

和氣病院局事務部次長 病院は市役所とは別で動いております。 

 

大井淳一朗委員長 矢田委員、どういう意味ですか。 

 

矢田松夫委員 雇用継続の希望調書を取って、どうされるかという希望調書を、

市長部局と違うというなら、いつどうされたのか。 

 

和氣病院局事務部次長 今月初めに確認をしております。 

 

矢田松夫委員 それで、その結果はどうなったのか。小出しに出すより、ばっ

と言うてください。その結果、どういうふうになったのか。 
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和氣病院局事務部次長 基本的には本人から退職したいという申出があった方

については終わりなんですけど、それ以外の方については継続です。同

様に継続しています。 

 

矢田松夫委員 だから、そういう人がいたのか、いないのかとさっきから聞い

ている。全くいなかったら、いなかったでいいんです。 

 

和氣病院局事務部次長 特に現在のところ把握している方はいらっしゃいませ

ん。 

 

大井淳一朗委員長 再確認ですけれども、私はパートを希望しますという方は

パートになるのはいいんですけども、フルタイムでいらっしゃる方が、

市長部局の動きでパートへの切替えが、今、問題になっていますけれど

も、それは病院局においてはない。希望していないのにパートになるこ

とはないということですね。 

 

和氣病院局事務部次長 もともとその予定がありませんので、それについてあ

りません。 

 

大井淳一朗委員長 それでは、全体的に聞いておきたいことは、ほかにはない

ですね。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは質疑を打ち切ります。先ほど

のやり取りを踏まえまして、病院事業会計については、採決をしたいと

思いますが、それでよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは

採決に入りたいと思いますが、その前に討論はありませんか。（「なし」

と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。それでは採決に入ります。議案第

１５号、令和３年度山陽小野田市病院事業会計予算について、賛成の委

員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

大井淳一朗委員長 全員賛成にて可決すべきものと決しました。それでは２５

分から再開します。 
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午後２時１５分 休憩 

 

午後２時２５分 再開 

 

 

大井淳一朗委員長 それでは委員会を再開します。午前中で条例までやりまし

たが、介護保険の予算をまだやっておりませんので、そちらから行きた

いと思います。議案第１２号、令和３年度山陽小野田市介護保険特別会

計予算について、説明を求めます。 

 

麻野高齢福祉課長 それでは、議案第１２号、令和３年度介護保険特別会計予

算について御説明します。介護保険については、介護保険事業計画に基

づき事業を進めています。この計画は、現状に沿った計画になるように、

３年ごとに見直しを行い、保険料などの改定を行っています。令和３年

度は、第８期事業計画期間の初年度に当たり、保険給付費については、

介護保険事業計画における介護給付、予防給付、そして総合事業の見込

み及び令和２年度の決算見込み等を勘案して給付費を算定しております。

それでは、予算書冊子に沿って、歳出から御説明します。介護保険特別

会計の１８、１９ページをお開きください。１款１項１目一般管理費の

主なものは、介護保険係職員の給料や職員手当等の人件費です。１２節

委託料は、システム改修委託料及び帳票類印刷・封入等委託料で、これ

については、昨年度から開始しております住民情報系システム帳票アウ

トソーシング事業として、大量に発送する介護保険料の納入通知書など

の印刷及び封入を委託するものです。２０、２１ページをお開きくださ

い。２項１目賦課徴収費は、第１号被保険者の保険料の賦課徴収に必要

な納付書や督促状などの印刷代や郵送料です。３項１目介護認定審査会

費の１,１４７万３,０００円は、介護認定審査会業務の委員報酬や審査

資料作成の用紙代などの消耗品です。２目認定調査等費の主なものは、

主治医意見書の手数料や介護認定調査委託料です。保険給付費に移りま

す。２２、２３ページをお開きください。２款１項１目介護サービス諸

費は、要介護１から要介護５までと認定された方のサービス給付費です。

２項１目介護予防サービス等諸費の１億３,５１４万７,０００円は、介

護認定で要支援１、２と認定された方のサービス給付費です。２４、２

５ページをお開きください。３項１目審査手数料の７４４万９,０００円

は、介護給付費請求書、いわゆるレセプトの審査手数料です。４項１目
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高額介護サービス給付費、２目高額介護予防サービス給付費は、利用者

負担金が一定の額を超えた場合に支給される給付費です。５項１目高額

医療合算介護サービス給付費と、２６、２７ページ、２目高額医療合算

介護予防サービス給付費は、医療費と介護給付費の自己負担額を合算し

た額が、一定の額を超えた場合に支給される給付費です。６項１目特定

入所者介護サービス等費及び、２目特定入所者介護予防サービス等費は、

低所得者に対する介護保険施設及び短期入所における食事、居住費の補

足給付費です。２８、２９ページをお開きください。３款１項１目介護

予防・生活支援サービス事業費は、基本チェックリストに該当された事

業該当者や、要支援１、要支援２の方が利用する総合事業に係る費用で

す。１２節委託料の介護予防ケアマネジメント委託料４６８万９,０００

円は、総合事業のみを利用する場合のケアプランを居宅介護支援事業所

に委託する経費となります。１８節負担金、補助及び交付金のうち、訪

問型サービス費負担金２,４４０万２,０００円は、基本チェックリスト

に該当された事業該当者や要支援１、要支援２の方が利用するホームヘ

ルプサービスに係る費用となります。通所型サービス費負担金１億２,

３４１万円は、同利用者のデイサービスに係る費用となります。高額介

護予防サービス費負担金及び高額医療合算介護予防サービス費負担金は、

医療費と給付費の自己負担額を合算した額が、一定の額を超えた場合に

支給される給付費です。訪問型サービス運営費補助金と、２９ページの

最初の三つは住民主体のボランティアグループなどが実施する訪問型や

通所型サービスに対する補助金です。２項１目一般介護予防事業費は、

要介護認定等にかかわらず、広く高齢者を対象とした介護予防を目的と

した事業です。１２節委託料の介護支援ボランティア活動事業委託料２

８２万８,０００円は、６５歳以上の高齢者に介護施設等で介護支援活動

を行っていただくことでポイントを付与するものです。また、認知症予

防業務委託料４９万５,０００円は、ＭＣＩと呼ばれる軽度認知障害の方

を早期に把握し、認知症の発症を遅延させることを目的に実施する認知

症予防教室の委託料です。続きまして、下の段、３項１目任意事業費で

す。このページでは、介護給付適正化委員会の委員報酬のほか、人件費

などを計上しています。３２、３３ページをお開きください。１２節委

託料のうち、安心ナースホン委託料５５２万円は、市内に居住する独り

暮らしの高齢者等に対し、緊急通報機器を貸与する費用で４１２人分を

計上しています。１８節負担金、補助及び交付金のうち、メール配信シ

ステム負担金は、認知症などで行方不明になった高齢者の情報配信を行
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う「見守りネットさんようおのだ」を市の防災メールと同じシステムで

利用するため、総務課危機管理室で一括契約している一般会計への負担

金となります。１９節扶助費の紙おむつ購入助成費６００万円は、寝た

きり高齢者等を介護する家族介護者のための支援の一つとして、紙おむ

つ等の購入費用を助成するものです。また、成年後見人報酬助成費２８

５万６,０００円は、成年後見制度利用者が低所得者の場合、本来利用者

が後見人へ支払うべき報酬について、市が助成するものです。下の段、

２目包括的支援事業費は、地域包括支援センターの運営、在宅医療・介

護連携、認知症施策の推進、地域づくりを目的とした生活支援サービス

の体制整備などを行うものです。１節報酬の委員報酬は、地域包括支援

センター運営協議会の委員報酬であり、２節以降は地域包括支援センタ

ー職員の人件費となります。３４、３５ページをお開きください。１２

節委託料のうち、介護予防支援業務委託料７８８万４,０００円は、要支

援１、２の方のケアプラン作成について、居宅介護支援事業所への委託

料となります。在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料１８万円は、在

宅医療・介護連携推進のための医療相談室業務委託料です。続きまして、

生活支援体制整備事業委託料は、地域での支え合いや居場所づくりを担

う第２層協議体と呼ばれる組織をおおむね小学校区単位で設置し、その

運営支援を行うことについて、社会福祉協議会に業務の一部について委

託を行うためのもので、社会福祉協議会における人件費や事務費、協議

体の活動に必要となる経費の助成を行うこととし、９２４万４,０００円

を計上しております。これまでのところ、第２層協議体については７か

所の設置に至ったところです。次に、認知症カフェ事業委託料ですが、

令和３年度は新規４か所分、継続２か所分の７０万円の事業委託料を計

上しています。高齢者実態把握委託料６７５万円は、支援が必要な高齢

者や要介護状態になる可能性の高い高齢者の実態を把握し、必要な支援

につなげるために行うものであり、市内の各地域包括支援センターサブ

センターに委託しています。３６、３７ページをお開きください。１３

節使用料及び賃借料９８万８,０００円は、公用車や地域包括支援センタ

ーシステムのリース料になります。１８節負担金、補助及び交付金のう

ち地域包括支援センターサブセンター負担金２,３００万円は、サブセン

ターに対する運営負担金です。住民にとってより身近な場所で総合的な

相談に応じる体制を確保するために、市内５か所にサブセンターを設置

しています。４項１目審査手数料の６０万３,０００円は、総合事業に係

るレセプトの審査手数料になります。４款１項１目基金積立金の介護給
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付費準備基金積立金７,０００円は、基金に係る預金利子です。下の段及

び、３８、３９ページをお開きください。５款１項償還金及び還付加算

金は、第１号被保険者の保険料の過誤納還付金、還付加算金及び給付費

等の償還金です。６款１項１目予備費は、１００万円を計上しています。

以上で歳出を終わります。続きまして、歳入について御説明します。１

２、１３ページをお開きください。１款１項１目第１号被保険者保険料

の１２億７６２万円は、６５歳以上の方の保険料です。介護給付費と地

域支援事業費の２３％を負担するものです。２款１項１目総務手数料は、

保険料の督促手数料です。３款１項１目介護給付費国庫負担金は、介護

給付費に対する施設分の１５％、居宅分の２０％を国が負担するもので

す。２項１目調整交付金は、原則、介護給付費の５％ですが、後期高齢

者の割合などに変動し、令和２年度当初の数値を参考に５.７％で算定し

ています。２目地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事

業）は、総合事業に要する経費の２５％を国が負担するものです。３目

地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）は、包括的支援事業・任

意事業費の３８.５％を国が負担するものです。４目保険者機能強化推進

交付金の１,０５０万４,０００円は、高齢者の自立支援や重度化防止と

いった介護予防の取組に対して補助されるものです。５目介護保険保険

者努力支援交付金の１,１０５万９,０００円は、保険者機能強化推進交

付金に加えて、令和２年度から制度創設されたもので、地域支援事業を

充実して行う高齢者の介護予防・健康づくりに必要な取組に対して補助

されるものです。４款１項１目介護給付費交付金は、介護給付費に対す

る第２号被保険者の保険料です。負担割合については、介護給付費の２

７％となります。１４、１５ページをお開きください。２目地域支援事

業費交付金は、総合事業に要する経費に対する第２号被保険者の保険料

です。負担割合については、介護予防事業費の２７％となります。５款

１項１目介護給付費県負担金は、介護給付費に対する施設分の１７.５％、

居宅分の１２.５％を県が負担するものです。２項１目地域支援事業交付

金（介護予防・日常生活支援総合事業）は、総合事業に要する経費の１

２.５％を県が負担するものです。また、２目地域支援事業交付金（その

他の地域支援事業）は、包括的支援事業・任意事業費の１９.２５％を県

が負担するものです。６款１項１目利子及び配当金は、介護給付費準備

基金の預金利子です。７款１項１目介護給付費繰入金は、介護給付費に

対する１２.５％を市が負担するものです。２目：地域支援事業費繰入金

は、総合事業に要する経費の１２.５％と包括的支援事業・任意事業費の
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１９.２５％を市が負担するものです。３目その他一般会計繰入金は、事

務費及び職員給与費に対する繰入金です。４目低所得者保険料軽減繰入

金は、低所得者の負担軽減を目的に繰り入れるものです。１６、１７ペ

ージをお開きください。２項１目介護給付費準備基金繰入金の 1 億５,

０００万円は、第１号被保険者保険料の軽減を図るために介護給付費準

備基金を取り崩し、基金から歳入するものです。８款１項 1 目繰越金は、

前年度決算に係る繰越金の繰入枠です。９款１項延滞金、加算金及び過

料は、第１号被保険者保険料に対する延滞金、加算金及び過料です。２

項１目市預金利子は、介護保険特別会計の歳計現金に対する預金利子で

す。３項雑入は、第三者返納金と地域支援事業の利用者負担金などです。

また、新予防給付居宅介護支援費は、要支援１及び２の方のケアプラン

作成料が地域包括支援センターに支払われるものです。以上の結果、令

和３年度介護保険特別会計の予算総額は、歳入歳出とも６５億７,４２９

万１,０００円となり、前年度当初予算に比べて約１.６％、１億８３６

万７,０００円の減額となりました。説明は以上となります。御審査のほ

どよろしくお願いします。 

 

大井淳一朗委員長 説明が終わりました。それでは１８ページ、１９ページか

らですが、国保会計と同様に会計年度任用職員がいらっしゃいます。１

９ページと２９ページと３３ページ、確認できたのは３か所ですが、こ

れらを併せて質疑を受けたいと思います。国保の会計のときの質疑と重

複しないで、この現場に即した形で質疑をしていただければと思います。

それでは会計年度任用職員に絞った質疑をしてください。 

 

河﨑平男委員 ここの職員の増減はあるんですか。 

 

麻野高齢福祉課長 報酬につきましては、会計年度任用職員報酬で、去年は一

人でしたが、こちらが二人になっております。これにつきましては、フ

ルタイムの会計年度任用職員が１名、こちらの報酬に移ったものです。

給料につきましては、昨年はフルタイムの会計年度任用職員を含んで１

５人となっていたと思いますけれども、一人パートタイムに移ったのと

併せて、正規職員が数字上１減となっております。これは昨年度９人で

予算計上されておりましたが、今年は８人ということです。ただし、実

際の配置は去年と同じ８人です。それともう一人、任期付職員が１名減

となっておりました。これにつきましては、令和元年度末で任期終了と
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なりました介護認定調査員が１名減になっておりまして、募集はしてい

たんですけれども、応募がない状態で、令和２年度はずっと欠員になっ

ていた関係で、予算が１名減となっております。ただし、最近になって

応募がありまして、令和３年度からは復元される予定となっております。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、会計年度任用職員について聞きたいことがあり

ましたら。よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは、この点

については以上とします。それでは一般管理費に入ります。会計年度任

用職員以外の職員も含めて、一般管理費の１８ページから１９ページ。 

 

吉永美子委員 令和２年度が１５人ということで、昨年の当初の御説明のとき

に３人増やしたというふうに言われたと私は記憶をしていたんですが、

令和元年度から令和２年度には増やしたということはありましたよね。

人数を増やしていますよね。いかがでしょうか。要は令和元年度から令

和２年度については、会計年度の職員も含めて人数を増やしていますよ

ね。それは間違いなかったですよね。ということは、必要だから増やし

たわけじゃないですか。ですよね。今度、一人はパートタイムで、なお

さら、ある面下がるし、人数も減らしているしというところで、この対

応は大丈夫なんですか。 

 

麻野高齢福祉課長 正規職員の数につきましては、実際には減っておりません。

予算上は１減ですけども、現実には減っておりませんので、そこは大丈

夫と思います。任期付職員につきましても、最近応募がありまして、元

の数に復元できるということで、大丈夫と思います。会計年度任用職員

のパートタイム化につきましても、かなりの事務効率化とか、分担化を

考えて対応していきたいというふうに考えております。 

 

大井淳一朗委員長 確認のため、高齢福祉課の介護担当で会計年度任用職員の

主な業務は何でしょうか。 

 

麻野高齢福祉課長 基本的には介護保険証の発送とか、そういう郵便発送業務

です。大量に発送することが多いので、それに携わる業務、あるいは文

書収受等です。窓口につきましては、取次ぎ程度の窓口対応は行います

けれども、制度が複雑ということもありますので、基本的には職員が引

き継ぐような形にしております。 
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大井淳一朗委員長 国保会計で問題となったのは、窓口対応している間にパー

トの時間が来て、帰らなければいけない。お客さんを遮って対応するわ

けにはいかないから、少しはいなければいけない。帰ったら正規職員に

も負担が掛かるといったことが問題とされたんですが、ここの担当では、

そのような現状はいかがでしょうか。 

 

麻野高齢福祉課長 基本的に会計年度任用職員が単独で長時間の窓口を対応す

るということはありませんので、そのようなことはないかと思っており

ます。 

 

大井淳一朗委員長 はい、そのほか。一般管理費はよろしいですか。（「はい」

と呼ぶ者あり）１８、１９ページは以上とします。それでは２０、２１

ページですが、徴収費と介護認定審査会まで行きましょう。 

 

河﨑平男委員 介護認定の関係で、要介護認定を受けるので、審査とか判定と

かあると思うんですが、申し込んで、どのぐらいで利用ができるんです

か。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 介護認定の申請を受け付けて、最終的に審査会

等にかけて認定の決定を行うわけですけれども、国では、原則としては

３０日、１か月以内に結果を出すようにということで指針が示されてい

るところです。現実には、入院中の方とかもいらっしゃいまして、認定

調査に時間が掛かる方もいらっしゃいますので、少しずれてしまうとい

うことはあります。 

 

吉永美子委員 ３項介護認定審査会費の２目認定調査等費です。これが、令和

２年度に比べて、役務の手数料が増えて、調査委託料が減っているとい

うのは、どういう形でこうなっているんでしょうか。 

 

篠原高齢福祉課主査 この手数料といいますのは、主治医意見書作成料になり

ます。介護認定には、認定調査と主治医意見書という審査会資料が必要

になりますが、認定者の増加が見込まれる中、主治医意見書に係る費用

についても増額させていただいています。 
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吉永美子委員 手数料というのが、主治医の意見書ですか。（「はい」と呼ぶ者

あり）件数が増えるだろうから増える。しかし、調査委託料は、令和２

年度より減っているけど、なぜでしょうか。 

 

篠原高齢福祉課主査 調査はなるべく、認定調査の適正化の面からも市の調査

員で行うようにしております。ただ、申請が増えれば、委託をせざる得

ない状況になるかとは思われますが、なるべく市の調査員で行くように

しております。 

 

吉永美子委員 それは調査の在り方とかではなくて、委託料を減らすためだけ

にそうしているということですね。内容とか全く関係なく。 

 

篠原高齢福祉課主査 認定調査の適正化の観点から、内容を重視していくよう

にしております。なるべく委託に出さないで、市の職員のほうが認定調

査の精度も高いと思っておりますので、なるべく市の調査員で伺うよう

にしています。 

 

吉永美子委員 外部の方だと信頼性が乏しいということですか。適正化という

のは、どういう意味でしょうか。 

 

篠原高齢福祉課主査 外部の調査員の信頼性が乏しいということではないです

が、なるべく市の調査員で行うようにという国の方針はありますので、

そのように対応させていただいております。 

 

吉永美子委員 なぜそういう方針を国が出しているかは分かりますか。 

 

篠原高齢福祉課主査 一般の居宅介護支援事業所の職員に委託することで、い

つも調査を行っている調査のスキルの高い調査員との精度の点で、なる

べく市の者が行くようにということになっているかと思います。調査の

件数が少ないと精度も若干落ちるかなとは思われます。しかし、市の調

査員が行った調査も含めて、委託に出した調査も市で全件確認するよう

にしておりまして、不整合等の点がありましたら、電話等で確認するよ

うにしております。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、２０ページ、２１ページ。よろしいですね。（「は
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い」と呼ぶ者あり）次に行きます。２２ページ、２３ページ。 

 

河﨑平男委員 介護保険が適用されるのは、要介護、要支援、受けられている

人はどのぐらいいるんですか。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 介護保険の介護認定を受けられている方は、令

和３年１月末時点で３，８０９人となっております。要支援と要介護を

含めて３，８０９人となります。 

 

大井淳一朗委員長 １２号の関係資料の最初に書いてありますが、これの令和

２年度の数字を言われたんですか。この資料に基づいてとどうなります

か。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 議案第１２号の参考資料の令和２年度の数字と

いうのが、６月時点の数字になりますので、少し人数に誤差はあります。

今、お伝えしたのは、令和３年１月末時点で３，８０９人ということで

す。 

 

吉永美子委員 確認なんですが、償還払いになっている住宅改修助成の関係で

すけど、来年度４月１日から、１割の方は、マックス２０万円のうち、

１割の２万円でいいとか、割合によってもちろん違うわけですが、それ

が４月１日から完全になるというふうに認識してよろしいですか。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 住宅改修と福祉用具購入費の償還払いにつきま

しては、御指摘いただきましたように、納付が困難な方に対して、４月

１日から対応できるような形で準備を進めております。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、２２、２３はよろしいですか。（「はい」と呼ぶ

者あり）それでは２４、２５ページです。 

 

河﨑平男委員 介護サービス利用者と利用してない人ですが、保険料はどうな

るんですか。 

 

篠原高齢福祉課主査 介護保険料については、所得に応じて同じ負担をしてい

ただいています。 
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大井淳一朗委員長 ２４ページ、２５ページはよろしいですね。（「はい」と呼

ぶ者あり）次に行きます。２６、２７ページです。 

 

吉永美子委員 １目の特定入所者介護サービス等費の中で、特例特定入所者介

護サービス費ですが、特例と特定はどう違うんだろう。令和２年度の当

初予算の予算書では、特定入所者介護サービス費とだけなっていて、特

例が付いていなくて、かつ、令和３年度のよりも金額が高いということ

で、このことについて御説明をお願いします。 

 

篠原高齢福祉課主査 申し訳ありません。この特定入所者介護サービス費が、

１億５，１８９万１，０００円で、逆になっております。申し訳ありま

せん。特例のほうが１万円です。（発言する者あり） 

 

大井淳一朗委員長 暫時休憩します。 

 

 

午後２時５５分 休憩 

 

午後３時    再開 

 

 

大井淳一朗委員長 それでは委員会を再開します。２７ページにあります２款

６項特定入所者介護サービス等費のうちの１目特定入所者介護サービス

等諸費、１８節負担金、補助及び交付金のうち、特例特定入所者介護サ

ービス費と特定入所者介護サービス費の数字が入れ替わっているという

答弁がありました。この扱いについては、また後日、協議するというこ

とで、ここの部分は保留をさせていただいた上で、先に進みたいと思い

ますが、皆さんよろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは

進んで行きたいと思います。２６ページ、２７ページにつきましては、

よろしいですか。（発言する者あり）答弁の途中だったということね。失

礼しました。 

 

篠原高齢福祉課主査 こちらが減額になっておりますのは、令和３年８月から

第３段階の方が細分化されて、食事代について利用者負担に対しての見
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直しが行われています。それと預貯金の基準も見直しがありましたので

減額させていただいています。 

 

大井淳一朗委員長 それでは２６ページ、２７ページは以上とします。それで

は２８ページ、２９ページですが、介護予防生活支援サービス事業費で

す。 

 

水津治副委員長 ３１ページの一番下、それぞれサービス開設準備経費補助金

というのが２０万円ずつあるんですが、市内に開設しようという事業所

があるということなんでしょうか。 

 

古谷高齢福祉課高齢福祉係長 現在、開設されるという予定はありません。 

 

大井淳一朗委員長 こういうのは、大体そういうのがあるから補助するのかな

と思ったんですが、これは枠みたいな感じですか。 

 

古谷高齢福祉課高齢福祉係長 現在のところ予定はないんですが、今後、開設

された場合にということで、枠で入れております。 

 

大井淳一朗委員長 ２８、２９ページの介護予防生活支援サービス事業費です

が、よろしいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは地域支援事業費

に入りたいと思います。３０、３１ページの一般介護予防事業費と任意

事業。 

 

吉永美子委員 コロナ禍の中で大変と思いますが、令和２年度は講師につきま

して、同じ金額が計上されていて、筋肉貯蓄教室を開くということだっ

たんですが、開催できたんですか。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 筋肉貯蓄運動教室につ

きましては、令和２年度から廃止しておりますので、実施しておりませ

ん。 

 

大井淳一朗委員長 その分は別の費目としてあったんですか。それとも、認知

症予防業務委託料の中にあったんですか。 
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荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 令和２年度までは、介

護予防教室として、筋肉貯蓄運動教室を実施しておりました。ただ、同

じ一般介護予防事業の中の住民運営通いの場で、いきいき百歳体操を行

う場所が増えてきたこともあり、より地域で介護予防の活動をするとい

うことで、特に教室形式のものを廃止したところです。 

 

吉永美子委員 私は令和２年度に筋肉貯蓄教室というふうにメモしているんで

すが、現在、もともと行っていないということですか。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 令和２年度の予算の時

点で、もう講師分は計上しておりません。 

 

吉永美子委員 令和２年度の予算書の講師謝礼９万円は何ですか。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 住民運営通いの場に派

遣するリハビリテーション専門職の講師謝礼や介護予防応援隊の養成講

座、レベルアップ講座等の講師の謝礼となっております。 

 

吉永美子委員 令和３年度は、金額的には一緒ですが、形としては同じように

行っていくということで、コロナの中にあっても大丈夫ということでし

ょうか。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 現時点では、予定どお

りに行おうというふうには考えております。 

 

大井淳一朗委員長 コロナの話が出ましたが、介護支援ボランティア活動なん

ですが、今年度の実績は、なかなか止まっているような気もするんです。

来年度に向けて介護支援ボランティアをどのようにしていくのか、方向

性があれば示していただければと思います。 

 

古谷高齢福祉課高齢福祉係長 今年度の正確な実績につきましては、４月に入

ってから報告等があるんですけれども、現在、分かっていることとしま

して、うちからもコロナの関係で中止してほしいというのもありました。

それ以外にも施設でも、自主的にコロナがあるのでやめてほしいという

ところもかなり多く、今年度の実績は減っているというふうに聞いてお
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ります。来年度以降につきましては、場の拡大に向けて、活動範囲の拡

大に向けて、コロナが終息した後のことを考えて、今すぐにというわけ

ではありませんが、その準備のため、拡大に向けての検討を社協として

おります。 

 

吉永美子委員 コロナの中なので、介護支援ボランティア活動というのが難し

いのは分かります。令和２年度の当初のときの話で、私が書いているの

は登録人数が２２０名というふうに聞いたと思っていますが、登録人数

についての影響は、今のところ出ていないということでよろしいですか。 

 

古谷高齢福祉課高齢福祉係長 正確な確認は取れていないんですけども、増え

ている状況ではないというのは聞いております。登録をやめられるとい

う方もいらっしゃったという話は聞いております。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか３０、３１ページはよろしいですか。（「はい」と

呼ぶ者あり）それでは３２、３３ページの任意事業と包括的支援事業費

の一部のところも入ります。 

 

吉永美子委員 いつもお聞きいたします。安心ナースホン委託料です。これが

同じ４１２人分ということで、昨年の１月時点では３４３台とお聞きし

ていると思いますが、現在はいかがでしょうか。 

 

古谷高齢福祉課高齢福祉係長 令和３年１月末で３３３台となっております。 

 

吉永美子委員 少し減っているのかなというふうに、高齢化は進んでいますの

で、あんまり減らないでほしいなという思いなんです。それと、負担し

ていただくお金も更に減っていると思います。更に減ったのはいつから

なんですか。 

 

古谷高齢福祉課高齢福祉係長 令和元年１０月から、現在の減った利用料にな

っています。６６０円、３３０円、ゼロ円となっております。 

 

吉永美子委員 以前、民生委員さんが回っていただくのに、チラシも出してい

ただいて、頑張っていただいてきているんですけども、昨日、今年で７

２になりますという方がいらっしゃって、担当の方につなげましたが、
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話を聞いたことがないという人もまだいるんですよ。なかなか簡単にい

かないものだなと思っています。改めてでこれは申し訳ないけど、民生

委員の会議がありますから繰り返しでお願いしたいと思います。いかが

ですか。 

 

古谷高齢福祉課高齢福祉係長 まだ知らない方もいらっしゃると思っておりま

す。実態調査のときに、民生委員にチラシを配布していただくというの

は今後も続けようと思っております。それ以外として、前回御指摘があ

りましたデイサービスには、３８施設にポスターやチラシ等を配布させ

ていただきまして、少しでも周知できるようにしております。 

 

大井淳一朗委員長 関連で聞きたいんですが、安心ナースホンの器具の更新は

されるんでしょうか。古いままだったら、調子が悪くなったらいけない

ものですから、その辺りの実情についてお答えください。 

 

古谷高齢福祉課高齢福祉係長 調子が悪くなったら委託業者がされるんですけ

れども、更新を何年に１回という形ではしてない状況です。 

 

大井淳一朗委員長 不具合が出たら交換はいいんですけれども、壊れているか

どうか分からないこともあるじゃないですか。いざ使ったら、壊れて機

能しなくなったら大事なんで、その辺はどういうふうに対応しようと思

っているんでしょうか。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 安心ナースホンを委託

しています会社に、１か月に１回ほど、状況確認のために会社から登録

者の人に御連絡をさせていただいております。そのときに何らかの関係

で通話ができないなど不具合があれば、こちらに連絡いただくようにな

っております。 

 

大井淳一朗委員長 分かりました。それである程度分かるということですね。

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 

吉永美子委員 会計年度任用職員報酬の一人と給料のままの二人と。これは当

然、違ってきますが、この仕事の差は何なんですか。 

 



83 

 

麻野高齢福祉課長 給料で予算措置されております会計年度任用職員は、何ら

かの資格を持ったフルタイム会計年度任用職員になります。高齢福祉課

におきましては、ケアマネの資格を持った者、それと保健師の資格を持

つ者の予算措置がされております。 

 

大井淳一朗委員長 会計年度任用職員でも、フルタイムに切り替える者とそう

でない者がいて、給料として出すのは切り替えない者、切り替えるのは

報酬という対応みたいですね。全てではないということですね。 

 

吉永美子委員 何かちょっと差を感じるけど、上の報酬の人は資格がないから

下がるということですか。 

 

麻野高齢福祉課長 お見込みのとおりで、こちらの職員につきましては、一般

事務の対応をするパートタイム会計年度任用職員となります。 

 

大井淳一朗委員長 よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）３２、３３ペー

ジは以上としまして、３４、３５ページです。第２層協議体は７か所に

なったということですか、７か所になる予定ということか。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 現在、７か所設置して

おります。 

 

大井淳一朗委員長 あと残り４か所ですね。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 １１か所の設置という

ことが目標ですので、あと４か所となっております。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、皆さんのほうで確認したいこととか、よろしい

ですか。（「はい」と呼ぶ者あり）以上とします。３６、３７ページです。

いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）３８、３９ページ。いいですね。

（「はい」と呼ぶ者あり）歳入に入ります。１２、１３ページからです。

皆さんのほうで確認したいこととかあれば、よろしいですか。 

 

水津治副委員長 ３款１項５目の介護保険保険者努力支援交付金、これは令和

２年度の実績に応じて頂けるのが令和３年ということでいいんですか。
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令和２年度の収入とはならないんですか。 

 

荒川高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター所長 令和２年度の実績をも

って、令和３年度の交付金が決定するという仕組みになっております。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）次に

行きます。１４、１５ページはよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

１６、１７ページはよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）歳入は以

上とします。先ほどの件も含めて、今後の取扱いについて協議するため、

暫時休憩します。 

 

 

午後３時２５分 休憩 

 

午後３時３５分 再開 

 

 

大井淳一朗委員長 それでは委員会を再開します。歳入歳出の質疑をしました

が、この２６、２７ページにありました２款６項の全体の数字は変わら

ず、説明のところの間違いですので、財政当局にしっかり確認して、対

応について再確認したいということと、午前中にありました国保特会と

同じような形で、会計年度任用職員が含まれております。これにつきま

しては、一般会計の審査と連動した形で行きたいと思いますので、この

特別会計におきましては、審査を以上としまして、後ほど、質疑の続き

からということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。（「はい」

と呼ぶ者あり）それでは、この件は以上とします。それでは、続きまし

て、議案第２２号、２３号、２４号、２５号について、一括説明を求め

ます。 

 

麻野高齢福祉課長 議案第２２号から議案第２５号までは、介護保険に係る事

業所の人員等の基準を定める条例の一部を改正する条例の制定となりま

す。この度の改正では、共通する項目が多く含まれるため、少し長くな

りますが、一括して御説明させていただきます。お配りしております議

案第２２号から第２５号参考資料を参照していただきながら、御説明さ

せていただきます。参考資料５ページの主な改正項目一覧をお開きくだ



85 

 

さい。主な改正項目一覧では、条例ごとに、改正される主な項目をお示

ししております。この表に沿って御説明させていただき、重複する項目

については説明を省略させていただきます。参考資料の１ページをお開

きください。介護保険に係る事業所の人員等の基準について、省令で示

される基準について御説明します。省令における基準は、従うべき基準、

標準とすべき基準、参酌すべき基準の３区分で示されており、従うべき

基準は、条例は必ず省令に適合しなければならないものとなり、標準と

すべき基準は、条例は省令の基準を通常よるべき基準とするものとなり、

参酌すべき基準は、十分参酌した結果であれば、地域の実情に応じて異

なる内容を定めることが許容されるものとなります。この度の改正内容

については、いずれも本市の状況を勘案する中で本事業の推進に当たり

効果的でかつ支障をもたらすことがないと判断されるため、全て省令の

基準どおり改正します。議案第２２号の主な改正内容について御説明し

ます。参考資料１ページ下段を御覧ください。(１) 介護人材の確保・介

護現場の業務効率化及び負担軽減対策として、①ハラスメント対策の強

化について。介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する

ため、各事業者においてハラスメント対策の方針を明確にする等の措置

を求めるものとなります。次に、②会議や他職種連携におけるＩＣＴの

活用について。サービス担当者会議等において、テレビ電話等を活用し

て実施することを認めるものとなります。次に、③利用者への説明や同

意、記録の保存等について。電磁的記録、データによる保存等による対

応を認めるものとなります。次に、④事業所における運営規定の掲示に

ついて。掲示だけでなく、閲覧可能なファイル等で備えおくことを可能

とするものとなります。次に感染症や災害への対応力強化について御説

明します。参考資料２ページをお開きください。下段、(２) 感染症や災

害への対応力強化について。①感染症対策を強化するため、介護サービ

ス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求め、介

護サービス事業者において、感染症の発生及びまん延を防止するための

委員会の開催、研修・訓練の実施等を義務付けるものとなります。次に、

３ページ上段、②業務継続に向けた取り組みの強化として、感染症や災

害が発生した場合であっても、安定して必要なサービスが継続して提供

される体制を構築するため、介護サービス事業者において、業務継続に

向けた計画の策定や研修・訓練の実施等を義務づけるものとなります。

なお、感染症対策と業務継続に向けた取組の強化については、施行日か

ら３年間の経過措置期間が設けられています。次に、自立支援・重度化
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防止の取組の推進について御説明します。参考資料３ページをお開きく

ださい。下段、(５) 自立支援・重度化防止の取組の推進について。①介

護保険等関連情報の活用として、国が提供する介護保険等関連情報を活

用し、事業所単位で介護サービスのＰＤＣＡサイクルの推進を求めるも

のとなります。次に、高齢者虐待防止の推進について御説明します。参

考資料４ページをお開きください。中段、(６) 高齢者虐待防止の推進と

して、高齢者虐待の発生及び再発を防止することを目的に、介護サービ

ス事業者において、虐待の発生等を防止するための委員会の開催や研修

の実施等を義務付けるものとなります。議案第２２号については、以上

となり、本条例の施行日については、令和３年４月１日となります。続

きまして、議案第２３号、山陽小野田市指定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につ

いて御説明させていただきます。議案第２３号における改正は、指定介

護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正により、感

染症対策の強化等の規定が加えられたため、本市条例の一部改正を行う

ものとなります。参考資料５ページの主な改正項目一覧をお開きくださ

い。議案第２３号の主な改正項目は、議案第２３号居宅と記載している

項目となります。なお、議案第２２号と共通する項目については、説明

を省略させていただきます。議案第２３号の主な改正内容について御説

明します。参考資料２ページをお開きください。中段、(１)⑧管理者要

件の緩和について。居宅介護支援事業所の管理者となる者は主任介護支

援専門員であることが要件となりますが、急な退職等で主任介護支援専

門員の確保が著しく困難な場合は、主任介護支援専門員を管理者としな

い取扱いが可能になるよう改正するものとなります。次に、⑨管理者要

件の適用の猶予について。令和３年３月３１日時点で介護支援専門員が

居宅介護支援事業所の管理者である場合、当該管理者が引き続き管理者

であるときは、管理者を主任介護支援専門員とする要件を令和９年３月

３１日まで猶予するものとなります。次に、質の高いケアマネジメント

の推進について御説明します。参考資料３ページをお開きください。中

段、(３) 質の高いケアマネジメントの推進について、①ケアプランに位

置付けた事業所の割合の説明について。ケアマネジメントの公正中立性

の確保を図る観点から、居宅介護支援事業者に、ケアプランにおける訪

問介護等サービスごとの割合とサービスごとの同一事業者によって提供

されたものの割合について、利用者に説明を行うことを求めるものとな
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ります。次に、②生活援助の訪問回数の多い利用者のケアプラン作成事

業所の点検・検証の仕組みの導入について。区分支給限度利用額の利用

割合が高く、訪問介護サービスの割合の多い利用者のケアプランを作成

した事業者について、点検・検証する仕組みを導入するものとなります。

議案第２３号については、以上となります。施行日については、令和３

年４月１日となり、生活援助の訪問回数の多い利用者のケアプラン作成

事業所の点検・検証の仕組みの導入に係る規定は、令和３年１０月１日

から、管理者要件の適用の猶予に係る規定は、公布の日から施行となり

ます。続きまして、議案第２４号、山陽小野田市指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例の制定について御説明します。議案第２４号における改正は、

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準の一部改正により、共用型指定介護予防認知症対応型

通所介護における管理者の配置基準の緩和等の規定が加えられたため、

本市条例の一部改正を行うものとなります。参考資料５ページの主な改

正項目一覧をお開きください。議案第２４号の主な改正項目は、議案第

２４号地域予防と記載された項目となります。なお、議案第２２号と共

通する項目については、説明を省略させていただきます。議案第２４号

の主な改正内容について御説明します。参考資料２ページをお開きくだ

さい。上段、(１)⑤人員配置基準の緩和について。介護予防小規模多機

能型居宅介護において、介護老人福祉施設等に併設している場合、入所

者の処遇や事業所の管理上支障がない場合、管理者と介護職員の兼務を

可能とするものとなります。介護予防共用型認知症対応型通所介護では、

管理者の配置基準について、本体事業所等と兼務することを可能とする

ものとなります。次に、⑥定員基準の緩和について。介護予防小規模多

機能型居宅介護において、過疎地域等で、事業所の効率的運営に必要で

あると市が認めた場合、登録定員を超えて受け入れることを可能とする

ものとなります。次に、⑦グループホームの業務効率化について。介護

予防認知症対応型共同生活介護のユニット数について、３ユニットまで

認めることとし、あわせて、人材の有効活用を図る観点から、サテライ

ト型事業所の基準が創設されるものとなります。次に、感染症や災害へ

の対応力強化について御説明します。参考資料３ページをお開きくださ

い。上段、(２) ③避難訓練等への地域住民等との連携として、介護予防
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認知症対応型通所介護において、避難訓練等実施時に地域住民の参加が

得られるよう、連携に努めるよう求めるものとなります。次に、サービ

ス提供の適正化について御説明します。参考資料３ページをお開きくだ

さい。中段、(４) サービス提供の適正化について。①認知症介護基礎研

修の受講の義務付けとして、認知症対応力を向上させる観点から介護サ

ービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格

を持たない職員に対して、認知症介護基礎研修を受講させるために必要

な措置を義務付けるものとなります。なお、研修の受講の義務付けにつ

いては、施行日から３年間の経過措置期間が設けられています。議案第

２４号については、以上となり、施行日については、令和３年４月１日

となります。続きまして、議案第２５号、山陽小野田市指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定

について御説明させていただきます。議案第２５号における改正は、指

定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る基準の一部改正により、夜間対応型訪問介護のオペレーターの配置基

準の緩和等の規定が加えられた為、本市条例の一部改正を行うものとな

ります。参考資料５ページの主な改正項目一覧をお開きください。議案

第２５号の主な改正項目は、議案第２５号地域と記載された項目となり

ます。なお、議案第２２号及び議案第２４号と共通する項目については、

説明を省略させていただきます。議案第２５号の主な改正内容について

御説明します。参考資料２ページをお開きください。上段、(１)⑤人員

配置基準の緩和について。夜間対応型訪問介護において、そのオペレー

ターを併設施設の職員や随時訪問サービスを行う訪問介護員等と兼務す

ることを可能とします。地域密着型介護老人福祉施設において、他の社

会福祉施設等との連携を図ることにより当該施設の効果的な運営ができ、

入所者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことを可能としま

す。次に、サービス提供の適正化について、御説明します。参考資料３

ページをお開きください。下段、(４) サービス提供の適正化について。

②サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保と

して、夜間対応型訪問介護において、事業所と同一の建物に居住する利

用者以外にもサービスを提供するよう努めることを求めるものとなりま

す。次に、自立支援・重度化防止の取組の推進について、御説明します。

参考資料４ページをお開きください。最上段、(５) ②口腔衛生管理の強

化として、地域密着型介護老人福祉施設において、口腔衛生管理体制を

整備し、入所者に対して口腔衛生の管理を行うことを求めるものとなり
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ます。次に、③栄養ケアマネジメントの充実として、地域密着型介護老

人福祉施設において、管理栄養士の配置を位置付け、入所者の状態に応

じた栄養管理を計画的に行うことを求めるものとなります。なお、口腔

衛生管理と栄養ケアマネジメントについては、施行日から３年間の経過

措置期間が設けられています。議案第２５号については、以上となり、

施行日については、令和３年４月１日となります。議案第２２号から第

２５号までの説明については、以上です。御審査のほどよろしくお願い

します。 

 

大井淳一朗委員長 議案第２２号から２５号まで一括説明いただきましたが、

質疑等は１件ずつ行いたいと思います。資料に該当する部分が書いてあ

りますので、この中を見ながら、関連するものを指摘していただければ

と思います。それでは、議案第２２号について、質疑のある方の挙手を

求めます。 

 

河﨑平男委員 事業の人員ということなんですが、緩和になったということで

いいんですか。 

 

大井淳一朗委員長 ２２号は人員の緩和は関係ないかと思うんですが、答弁を

お願いします。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 議案第２２号につきましては、人員基準の緩和

は該当ありません。 

 

松尾数則委員 電磁的記録というのがありますよね。これは文書の形で残せと

いう意味だと思ったら、どうもそうじゃなくて、例えばフロッピーとか、

ＣＤとかでいいんだろうか。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 御指摘のとおり、事業所で保存している書類に

ついては紙媒体等で保存しているところですけれども、紙媒体のほかに

データで保存するということも認められるものになります。 

 

矢田松夫委員 今までやってきてなかったのか。やってきているんだろう。全

部いいことだから、異議ないよ。 
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藤永高齢福祉課介護保険係長 今回改正された内容について、介護事業所とし

て、これまで実施していただいているものも多く含まれております。そ

れが今回の改正で改めて基準等に明確化されたというものになりますの

で、多くは基本的に事業所で対応いただいているところです。 

 

杉本保喜委員 このように文書化されるということは、年に１回の監査がある

と思うんですよね。そのときに監査で、これを中心に書類の監査が行わ

れるという考えでいいということですかね。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 事業所に対しては、集団指導や実地指導等を行

っているところですけれども、全体の事業所については、集団指導で周

知を行っていきますし、各事業所にお伺いして、監査をするときには、

今回の改正も含めて、適切に基準を守られているかどうかを確認させて

いただくことになります。 

 

大井淳一朗委員長 議案第２２号についてはよろしいでしょうか。（「はい」と

呼ぶ者あり）質疑を打ち切ります。討論はありませんか。（「なし」と呼

ぶ者あり）討論なしと認めます。それでは採決に入ります。議案第２２

号につきまして、賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

大井淳一朗委員長 全員賛成にて可決すべきものと決しました。それでは続き

まして、議案第２３号についての質疑を求めます。よろしいですか。（「は

い」と呼ぶ者あり）２３号の質疑は以上とします。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。それでは採決に入ります。

議案第２３号について、賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

大井淳一朗委員長 全員賛成にて可決すべきものと決しました。続きまして、

議案第２４号についてです。質疑がある方は挙手をお願いします。 

 

杉本保喜委員 避難訓練等への地域住民への連携というのが入っていますよね。

これは具体的に指導することをやるんですか。それとも施設ごとにやっ
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てくださいという格好になるんですか。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 避難訓練等の地域住民との連携というところで

すけれども、今の事業所で、こういった対応をされていないかというと、

結構、自治会と連携して避難訓練等をされている事業所もあります。今

後については、具体的に国から指針等は示されていないところではあり

ますけれども、担当として考えているのは、自治会の避難訓練などに、

事業所に参加をしていただくとか、あとは自治会で作られている災害時

の連絡網等に事業所も加入といいますか、含めていただいて、何か災害

が起こったときに、地域と連携して対応できるような形で、事前に備え

ていただくように周知をしていきたいと考えています。 

 

杉本保喜委員 これは努力義務ということですよね。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 この内容自体は、何かしら事業所で対応してい

ただくことになります。 

 

杉本保喜委員 そうすると、これをやっているか、やっていないかというのを、

行政として見ることがあるんですか。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 今回、避難訓練等の地域住民との連携について

は、地域密着型の通所介護と認知症対応型の通所介護の事業所になりま

す。この事業所については、運営推進会議といいまして、地域の方や利

用者の御家族、市の職員も会議に参加することになりますので、そうい

った会議で報告されることになりますし、市でもこういった連携をしな

ければいけないということで伝えていきたいと思います。それとあわせ

て、先ほど御指摘のありましたとおり、実地指導に赴いたときにも、こ

ういったことを対応されているかどうかということを確認してまいりま

す。 

 

水津治副委員長 ２ページの⑥です。過疎地域等で市が認めた場合とあります

が、本市で過疎地域というのは該当がありますか。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 本市では該当の地域はありません。 
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矢田松夫委員 問題は、今回のコロナみたいにクラスターが発生したときにど

うするかということがしっかりうたわれないといけないということ。こ

こに書いてあるようなことを日頃していないから、今回、隣の市にある

病院で２００人ぐらいのクラスターが発生したけど、こういうところを

もう少ししっかりするように罰則とか、参酌しなさいとか、従うべきと

か、強力に何とかならんのかね。そういう国の指針もなかったんですか。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 感染症対策については、従うべき基準の項目に

なっておりまして、基本的には、国の基準のとおりに定めるというもの

になりまして、罰則を設けるということは難しい状況となっております。 

 

杉本保喜委員 サービス提供の適正化ということで、教育を受けなさいという

のがありますよね。認知症介護基礎研修を受講しなさいというものが。

この研修は、どこでどのような形で行われるシステムを国が作ったんで

すか。それとも、各自治体でこういうものを作って、このレベルの教育

をやりなさいということなんですか。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 認知症介護基礎研修については、現在、県で実

施されているものになります。現在は、介護の初任者の方等を対象にし

た研修ということになりますが、今後、この研修は医療や福祉系の資格

をお持ちでない職員には、研修を義務づけていただくというものになり

ます。 

 

杉本保喜委員 経過措置期間を施行日から３年間というふうに設けているとい

うことは、なかなか研修にも制限があってというか、研修の人数が定め

られていて、なかなか行く機会がないかもしれない。これは、かなりの

期間があって、受け入れるということになるだろうということが予測さ

れているのかなと思うんですけど、その辺りはいかがなんですか。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 認知症介護基礎研修については、随時行われて

いるというものでもございませんので、期間を定められて研修をすると

いうものになります。今、新型コロナウイルス感染症の関係で、なかな

か一堂に会しての研修というのは難しいところもありますし、事業所で

も人員の配置等もありますので、例えば、すぐに研修を皆さん受講して

いただくというのが難しい事情を考慮された上での経過措置というふう
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に考えております。 

 

杉本保喜委員 これから高齢者がどんどん増える方向にしばらくあるわけです

よね。そういう中にあって、計画期間３年間で、全部を受けられるのか

な。とうとう行けなかったということにならないのかなということで、

その辺りの補塡というか、何かそういう話があるんですか。それとも、

３年の経過措置の間に充当するようにという努力をしてくれということ

なんですかね。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 現時点では、まだ経過措置期間に間に合わなか

った場合の話は出ておりませんので、私たちとしては、３年間のうちに

きちんと対応していただくような形で、事業所にも周知をしていきたい

と考えております。 

 

大井淳一朗委員長 議案第２４号はよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

以上とします。それでは、質疑は以上とします。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。それでは議案第２４号に

ついて、賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

大井淳一朗委員長 全員賛成にて可決すべきものと決しました。それでは、議

案第２５号の質疑を求めます。よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

議案第２５号の質疑は以上とします。討論はありませんか。（「なし」と

呼ぶ者あり）討論なしと認めます。それでは採決に入ります。議案第２

５号について、賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

大井淳一朗委員長 全員賛成にて可決すべきものと決しました。それでは、職

員入替えのため、休憩します。 

 

 

午後４時１０分 休憩 
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午後４時２０分 再開 

 

 

大井淳一朗委員長 それでは、委員会を再開します。続きまして、議案第２６

号について説明を求めたいと思います。 

 

長井子育て支援課長 議案第２６号、山陽小野田市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

御説明します。この条例は、家庭的保育事業等の認可に関する基準を定

めたものです。厚生労働省令である家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準の改正に伴い、家庭的保育事業者等と保育所等の連携に関し

て、厚生労働省令で示された従うべき基準に従い、本市の条例を改正す

るものです。資料１を御覧ください。初めに、資料下の参考の箇所から

説明します。家庭的保育事業等には、小規模保育事業、家庭的保育事業、

事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業の４種類があります。このうち

本市には小規模型保育事業所Ａ型が２か所あるのみで、ほかはありませ

ん。それでは、改正内容について御説明します。主な改正内容は２点あ

りますが、いずれも基準省令の従うべき基準の改正に伴い条例を改正す

るものです。（１）連携施設の確保義務の緩和について。居宅訪問型保育

事業者を除く家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対する保育を適正か

つ確実に実施し、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう３項

目に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所を確保しなけ

ればならないとされています。３つの連携業務とは、①保育内容に関す

る支援、②職員が病気等の際の代替保育の実施、③卒園後の受入先の確

保です。厚生労働省令の改正により、様々な対応策の活用により、家庭

的保育事業等の提供の終了に際して、引き続き必要な教育・保育が提供

されるよう必要な措置を講じているときは、③の規定は除外するとされ

たことから、本市条例を厚生労働省令のとおりに改正します。具体的に

は、家庭的保育事業等については、小規模かつゼロ歳から２歳児までを

対象とした事業であることから、３歳になる年度に保護者の希望に基づ

いて、引き続き対象児を連携施設で受け入れて教育又は保育を提供する

ことが求められています。しかし、この対象児を優先的に取り扱う措置

や保護者の希望に基づいて、引き続き必要な教育又は保育を提供するた

めの必要な措置が講じられている場合は、連携施設の確保については除

外されることとなります。続いて、（２）居宅訪問型保育事業の対象の明
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確化について御説明します。これは、保護者の疾病等の理由により家庭

での保育が困難な乳幼児に居宅訪問型保育を提供できることを明確化す

るものです。この条例の施行日は公布の日からです。また、これにより

施設への影響や予算措置はありません。説明は以上です。御審査のほど、

よろしくお願いします。 

 

大井淳一朗委員長 執行部の説明が終わりました。議案第２６号について、質

疑のある方は挙手をお願いします。 

 

矢田松夫委員 卒園するまでと言われたよね。（１）引き続き必要な教育又は保

育が提供されるような必要な措置を講じているとき、これは卒園するま

で、必要な措置を講じるということで理解していいですかね。 

 

長井子育て支援課長 この家庭的保育事業者が家庭的保育事業を終了する際、

３歳になる年度に施設を変わることになりますので、その際に引き続き

スムーズに保育ができるようにということです。（発言する者あり） 

 

別府子育て支援課主幹 改正前は、居宅訪問型保育事業者が提供できる対象と

して、母子家庭等の幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合

と規定されていたところ、この度の改正で、それに加えて、保護者の疾

病、疲労、その他の身体上、精神上、若しくは環境上の理由により、家

庭において乳幼児を養育することが困難な場合という規定が加えられ、

勤務だけではなくて、この度、新たに設けた疾病等の理由についても、

居宅訪問型保育事業を利用することができることを明確にしたというこ

とです。 

 

吉永美子委員 分からないので教えてください。うちにはないわけですが、居

宅訪問型保育事業の事業者が、今回改正されるに当たって、保護者に疾

病などがあって、家庭での養育が困難な乳幼児に、居宅訪問型保育を提

供できるのではなくて、提供しなければならないということとは違うと

いうことですか。そういう場合にも提供するんですよということとは違

うということですか。できるという、そこの違いがよく分からないんで

す。変える前は明確に書いていないじゃないですか。それを、そういう

場合にはしなさいよということじゃなくて、することができるんですよ

ということなんですかね。できることを明確化すると資料に書いてある
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から、しないといけないんですよと言っているように見えないんだけど、

どうなんですか。 

 

別府子育て支援課主幹 居宅訪問型保育事業者は次の各号に掲げる保育を提供

するものとするということで、１号から４号までを定めております。 

 

吉永美子委員 そうじゃなくて、ものとするだったら、しなさいよということ

を言われているように取るんだけど、資料１だと、提供できるというこ

とを明確化するとあるので、提供をすべきであることを明確化するとい

うふうに取れない。文章的にできる規定に取れてしまうんですが、おか

しいかな私。 

 

大井淳一朗委員長 野村さん、この辺はよく分かると思うんで、ちょっと教え

てもらえますか。 

 

野村子育て支援課主査兼保育係長 「しなければならない」ということと、「す

ることができる」、また、「するものとする」というような表現の仕方と

しては三つのものがあると思います。「しなければならない」というのは、

こういった状況になった場合は、必ずしなければならないといったもの。

「するものとする」というものは、そこまで強くはないんですが、基本

的には、しなければならないに近いような意味です。「することができる」

というのは、基本的にはある程度の裁量といったのが含まれて、こうい

ったときにすることができるというような形になっております。こちら

の条例におきましては、条例では「するものとする」というような規定

となっておりますので、委員がおっしゃるとおり、意味合い的には「し

なければならない」に近いものであると思います。資料の表現が不適切

であったということです。 

 

杉本保喜委員 確認なんですが、資料の（２）の後ろのほうは、居宅訪問型保

育を提供できることを明確じゃなくて、することを明確化という解釈で

いいんですか。 

 

野村子育て支援課主査兼保育係長 そのような解釈です。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、よろしいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）議案
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第２６号の質疑は以上とします。討論はありませんか。（「なし」と呼ぶ

者あり）討論なしと認めます。それでは採決に入ります。議案第２６号

について、賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

大井淳一朗委員長 全員賛成にて可決すべきものと決しました。それでは続き

まして、議案第２７号についての説明を求めます。 

 

長井子育て支援課長 議案第２７号、山陽小野田市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例の制定について御説明します。この条例は、園の運営費である施設型

給付費等を市が支給するに当たり、確認をするための基準を定めたもの

です。内閣府令である特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並び

に特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、特

定地域型保育事業者と保育所等の連携に関して、内閣府令で示された従

うべき基準に従い、本市の条例を改正するものです。資料２を御覧くだ

さい。資料下の参考の箇所から説明します。地域型保育事業には、小規

模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業

の４種類があります。これは議案第２６号で御説明した家庭的保育事業

等と同じ事業です。家庭的保育事業等は児童福祉法の規定に基づく定義

であり、地域型保育事業は子ども・子育て支援法の規定に基づくもので

す。特定地域型保育事業とは、市が地域型保育給付費の対象とする地域

型保育事業のことです。また、特定教育・保育施設とは、市が施設型給

付費の対象とする認定こども園、幼稚園又は保育所のことです。それで

は、主な改正内容について御説明します。これは基準内閣府令の従うべ

き基準の改正に伴い条例を改正するもので、連携施設の確保義務の緩和

についてです。居宅訪問型保育事業者を除く特定地域型保育事業者は、

特定地域型保育を適正かつ確実に実施し、及び必要な教育・保育が継続

的に提供されるよう３項目に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園

又は保育所を確保しなければならないとされています。３つの連携業務

とは、①保育内容に関する支援、②職員が病気等の際の代替保育の実施、

③卒園後の受入先の確保です。内閣府令の改正により、様々な対応策の

活用により、特定地域型保育の提供の終了に際して、引き続き必要な教

育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているときは、③の規定は
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除外するとされたことから、本市条例を内閣府省令のとおりに改正しま

す。具体的には、特定地域型保育事業については、小規模かつゼロ歳か

ら２歳児までを対象とした事業であることから、３歳になる年度に保護

者の希望に基づいて、引き続き対象児を連携施設で受け入れて、教育又

は保育を提供することが求められていますが、この対象児を優先的に取

り扱う措置や保護者の希望に基づいて、引き続き必要な教育又は保育を

提供するための必要な措置が講じられている場合は、連携施設の確保に

ついては除外されることとなります。この条例の施行日は公布の日から

です。また、これにより施設への影響や予算措置はありません。説明は

以上です。御審査のほど、よろしくお願いします。 

 

大井淳一朗委員長 説明が終わりました。議案第２７号について、質疑のある

方は挙手をお願いします。よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）質

疑なしと認めます。討論はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論

なしと認めます。それでは採決に入ります。議案第２７号について、賛

成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

大井淳一朗委員長 全員賛成にて可決すべきものと決しました。それでは、議

案第２８号の説明をお願いします。 

 

長井子育て支援課長 議案第２８号、山陽小野田市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついて御説明します。この条例は、市が実施する児童クラブに関する基

準を定める条例で、厚生労働省令の放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準の改正に伴い、放課後児童支援員の要件に関して、厚

生労働省令で示された参酌すべき基準を勘案し、本市の条例を改正する

ものです。資料３を御覧ください。改正内容につきましては、放課後児

童支援員が受講する認定資格研修の実施主体に関する改正です。放課後

児童支援員は、保育士などの資格要件に該当する者であって、都道府県

知事又は指定都市の長が行う放課後児童支援員認定資格研修を修了した

ものでなければならないとされています。しかし、この度の基準省令の

改正により、この認定資格研修の実施主体に中核市の長も加えられ、基

準省令で定められた基準を参酌したところ、認定資格研修の実施主体が
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増えるため、該当者が受講しやすくなることが見込まれることから、本

市条例を厚生労働省令のとおりに改正するものです。この条例の施行日

は公布の日からです。説明は以上です。御審査のほど、よろしくお願い

します。 

 

大井淳一朗委員長 ２８号の説明が終わりました。皆さんの質疑を求めます。 

 

矢田松夫委員 変えた理由は、こういう人が対象で、今後、予想されるという

ことですか。 

 

長井子育て支援課長 現在、いろいろな条件に該当して、放課後児童支援員に

なられた方が認定資格研修を受けに行っていただくことになっているん

ですが、その実施先が増えるということです。 

 

矢田松夫委員 別にそういうところに行かんでも、勤めて何年かたったら、み

なしで指導員になれるというのがあるでしょう。 

 

長井子育て支援課長 支援員の資格には要件がありますけれども、皆さんこの

認定資格研修は受けていただくことになっております。 

 

杉本保喜委員 中核市も加えられたことによって、山口県で一番近いところで

どこというのが、具体的にはもう既に出ているんですか。 

 

野村子育て支援課主査兼保育係長 山口県におきましては、中核市は下関市に

なるんですが、現状としては、山口県が行っている研修のみになってお

ります。中核市でやっているところは、兵庫県の明石市になります。 

 

杉本保喜委員 下関市が入ったということで、下関市が積極的に年に何回やり

ますよということを打ち出したときに、うちもそれに参加できるという

ふうに解釈していいですか。 

 

野村子育て支援課主査兼保育係長 そのとおりです。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、よろしいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）それ

では質疑は以上とします。討論はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）
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討論なしと認めます。議案第２８号の採決に入ります。議案第２８号に

ついて、賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

大井淳一朗委員長 全員賛成にて可決すべきものと決しました。それでは５０

分まで、職員の入替えのため休憩します。 

 

 

午後４時４０分 休憩 

 

午後４時５０分 再開 

 

 

大井淳一朗委員長 それでは、委員会を再開します。議案第３７号、山陽小野

田市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定についての説明を求めます。 

 

亀﨑市民課長 議案第３７号、山陽小野田市の特定の事務を取り扱う郵便局の

指定について、市民課より御説明します。現在、小野田本山郵便局及び

小野田有帆郵便局において、住民票の写し等証明書の発行業務を取り扱

っておりますが、この取扱期間が令和３年３月３１日で満了するため、

期間を延長し、特定の事務を取り扱う郵便局に指定することについて、

地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第３条

第３項の規定により議会の議決を求めるものです。延長後の事務の取扱

期間は、令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの２年間とし、

取り扱う証明書の種類はこれまでと同じく、戸籍謄抄本、戸籍記載事項

証明書、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し、印

鑑登録証明書とします。お手元に資料として、平成２７年度から令和２

年度の１月末までの利用状況の一覧をお配りしております。御審議のほ

どよろしくお願いします。 

 

大井淳一朗委員長 説明が終わりました。議案第３７号について、資料もあり

ますので、資料のどの部分かを示して質疑をしていただければと思いま

す。 
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吉永美子委員 今コンビニで証明書が交付できるようになっておりますが、郵

便局でもらえるもので、コンビニでは無理なものはどれになりますか。

一緒でしょうか。 

 

亀﨑市民課長 コンビニ交付と郵便局で取扱いしているものは、ほぼ同様のも

のです。違うものとしまして、郵便局で取得できるものが、住民票記載

事項証明書と戸籍記載事項証明書、これ以外につきましては、コンビニ

で取り扱っているものと同じです。 

 

吉永美子委員 実績を見ますと、住民票記載事項証明とあります。これはコン

ビニでは取れないものですね。これを見ますと実績があんまりないとい

うところですが、そうなってくると、コンビニは郵便局よりも数が多い

というところでは、この傾向はマイナンバーカードの発行が進むにつれ

て、コンビニのほうに移行していくという流れが加速していくようにな

るでしょうか。 

 

亀﨑市民課長 市としましても、マイナンバーカードの取得が増えまして、コ

ンビニ交付が増えること、取得の枚数が増えることを期待しております。

ただ、郵便局の証明書を利用されている方の年代が、６０代から８０代

の方が多いということで、マイナンバーカードを取得されても、コンビ

ニ交付を利用されるかは不明確な状況ではあります。 

 

吉永美子委員 これからも本山、有帆の二つだけでいって、拡大する予定はな

いということですね。もう１点は、２年間の取扱期間としている理由を

お聞かせください。 

 

亀﨑市民課長 今後も、小野田本山郵便局と小野田有帆郵便局で取扱いをして

いこうと考えております。その理由としまして、法律に基づいて取扱い

ができる郵便局が決まっておりまして、簡易郵便局は取扱いができない

ということで、それ以外の郵便局としまして市内に１０の郵便局ありま

す。本山、西之浜、本通、小野田、旭町、高千帆、有帆、厚狭、埴生、

渡場になりますが、これらの郵便局につきましては、市の窓口である出

張所や本庁が近くにありますので、これ以外の郵便局での取扱いは考え

ておりません。期間を２年間としている理由は、以前から２年間とさせ

ていただいているんですけれども、この２年間で実績等を検証しまして、
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次に、どのような形で更新なり、郵便局さんとの取扱いを進めていくか

について、検証期間とするため２年間とさせていただいております。（後

日、「日本郵便株式会社を介さず、個別に簡易郵便局と契約することによ

り、業務を行うことは可能」との訂正発言あり） 

 

吉永美子委員 手数料は、郵便局とコンビニでは同じでしょうか。発行手数料

です。 

 

亀﨑市民課長 郵便局の手数料は、１件当たり１６０円プラス消費税の１７６

円です。一方、コンビニ交付は１件１１７円となっております。 

 

大井淳一朗委員長 そのほか、議案第３７号はよろしいですか。（「はい」と呼

ぶ者あり）それでは質疑を打ち切ります。討論はありませんか。（「なし」

と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。それでは採決に入ります。議案第

３７号、山陽小野田市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について、

賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

大井淳一朗委員長 全員賛成にて可決すべきものと決しました。それでは、今

日の委員会は以上とします。 

 

 

午後４時５７分 散会 

 

 

令和３年３月１２日 

 

民生福祉常任委員長 大 井 淳一朗 


